
『太

平
広
記
』

訳

注

-

巻

四
百
十
八

「
龍
」

一

(上
)

太
平
広
記
読
書
会

本
稿
は

『太
平
広
記
』
の
巻
四
百
十
八
前
半
九
話
の
訳
注
で
あ
る
。
『太

平
広
記
』
は
北
宋
の
初
め
に
編
纂
さ
れ
た
小
説
を
集
め
た
類
書
で
あ
る
。

本
書
は
日
本
の
説
話
文
学
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
訳
注
を
行
う
こ
と
は
今
後
の
中
国
文
学

・
日
本
文
学
双
方
の
研
究
に

資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
る
。

ま
た
こ
れ
は
平
成
十
七
年
七
月
十
四
日
よ
り
始
ま
っ
た

『太
平
広
記
』

読
書
会
の
成
果
の

一
部
で
も
あ
る
。
当
読
書
会
は
熊
本
大
学
所
属
の
教
員

を
中
心
に
し
て
、
他
大
学
の
教
員
や
学
生
、
社
会
人
な
ど
、
所
属
の
枠
に

と
ら
わ
れ
ず
広
く
集
ま

っ
た
有
志
に
よ
る
会
で
あ
り
、
今
後
も

『太
平
広

記
』
を
読
み
進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

本
稿
は
底
本
と
し
て
注
紹
檀
点
校

『太
平
広
記
』
(中
華
書
局

一
九

六

一
年
新
版
)
を
使
用
し
た
が
、

一
部
断
句
を
改
め
た
所
も
あ
る
。
な
お

本
文
の
括
弧
内
は
、
中
華
書
局
本
の
原
注
で
あ
る
。

ま
た
底
本
に
含
ま
れ
て
い
る
俗
字

・
異
体
字
の
類
は
、
小
川
環
樹

・
西

田
太

一
郎

・
赤
塚
忠
編

『新
字
源
』
(角
川
書
店

一
九
六
入
年
)、
諸
橋

轍
次
著

『大
漢
和
辞
典
』
(大
修
館
書
店

一
九
五
五
～

一
九
六
〇
年
)、

羅
竹
風
主
編

『漢
語
大
詞
典
』
(漢
語
大
詞
典
出
版
社

一
九
九
〇
～

一

九
九
四
年
)
等
の
辞
書
を
参
考
に
し
て
、
正
字
体

に
統

一
を
図
っ
て
い
る
.

そ
の
際
、
所
謂
ワ
ー
プ
ロ
俗
字

(「蝋
」
「祷
」
な
ど
)
以
外
は
、
基
本
的

に
J
I
S

(日
本
工
業
規
格
)
第

一
水
準

・
第
二
水
準
漢
字
、
及
び
補
助

漢
字
に
収
録
さ
れ
て
い
る
字
体
を
優
先
的
に
採
用
し
た
。
こ
れ
は
主
に
閲

読
の
便
を
図
る
と
同
時
に
、
今
後
蓄
積
さ
れ
て
い
く
デ
ー
タ
に
対
す
る
検

索
の
便
も
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。

な
お
本
稿
の
書
式
は
、
太
平
広
記
研
究
会

「
『太
平
広
記
』
訳
注
」
(広

島
中
国
学
学
会

『中
國
學
研
究
論
集
』
第
十
号
よ
り
連
載
中
)
の
書
式
に

基
本
的
に
従

っ
て
い
る
。

〔底
本
〕

○
李
防
等
編
『太
平
広
記
』

注
紹
檀
点
校

中
華
書
局

一
九
六

一
年
新

版〔主
要
参
考
文
献
〕

○
黄
氏
巾
箱
本

『太
平
広
記
』

新
興
書
局
景
印

一
九
六
九
年



〇
四
庫
全
書
本

『太
平
広
記
』

上
海
古
籍
出
版
社
景
印

一
九
九
〇
年

○
陸
所

・
郭
力
弓

・
任
徳
山
主
編

『白
話
太
平
広
記
』

北
京
燕
山
出
版

社

一
九
九
三
年

○
周
振
甫
主
編

『白
話
太
平
広
記
』

中
州
古
籍
出
版
社

一
九
九
三
年

○
高
光

・
王
小
克

・
江
洋
主
編

『文
白
対
照
全
訳
太
平
広
記
』

天
津
古

籍
出
版
社

一
九
九
四
年

○
丁
玉
玲
等
主
編
『白
話
太
平
広
記
』

河
北
教
育
出
版
社

一
九
九
五
年

○
王
汝
濤
主
編
『太
平
広
記
選
』

斉
魯
書
社

(上
)
一
九
八
〇
年

(下
)

一
九
八

一
年

(続
)

一
九
八
二
年

○
王
貴
元

・
陳
亜
軍

・
曾
風
主
編

『太
平
広
記
故
事
集
』
全
九
冊

北
京

広
播
学
院
出
版
社

一
九
九
九
年

0
01

「蒼
龍
」

〔本
文
〕

孔
子
當
生
之
夜
、
二
蒼
龍
亘
天
而
下
、
來
附
徴
在
之
房
。
因
而
生
夫
子
。

有
二
紳
女
撃
香
露
、
空
中
而
來
、
以
沐
浴
徴
在
。
(出

『王
子
年
拾
遺
記
』
)

〔訓
読
〕

わ
た

孔
子

生
ま
る
る
の
夜
に
当
た
り
て
、
二
蒼
竜

天
を
亘
り
て
下
り
、

来
り
て
徴
在
の
房
に
附
す
。
因
り
て
夫
子
を
生
む
。
二
神
女
有
り

香
露

さ
さ

を
撃
げ
、
空
中
よ
り
し
て
来
た
り
、
以
て
徴
在
を
沐
浴
せ
し
む
。

〔語
注
〕

○
孔
子

前
五
五

一
～
前
四
七
九
。
春
秋
時
代
の
思
想
家
。
姓
は
孔
、
名

は
丘
、
字
は
仲
尼
。
謳
は
尼
父
、
ま
た
宣
尼
。
『史
記
』
巻
四
十
七

「孔

子
世
家
」
に
は
こ
の
よ
う
な
異
常
出
生
謳
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
○
徴
在

孔
子
の
母
。
顔
氏
の
第
三
女
。
『孔
子
家
語
』
巻
九

「本
姓
解
」
に

「顔

氏
有
三
女
、
其
小
日
徴
在
。
…
生
孔
子
。
故
名
丘
、
字
仲
尼
。」
(顔
氏
に

三
女
有
り
、
其
の
小
を
徴
在
と
日
ふ
。
…
孔
子
を
生
む
。
故
に
丘
と
名
づ

け
、
仲
尼
と
字
す
。)
と
あ
る
。
○

『王
子
年
拾
遺
記
』

『拾
遺
記
』
に

同
じ
。
晋

・
王
嘉
撰
。
子
年
は
王
嘉
の
字
。
こ
の
書
は

一
度
散
侠
し
、
現

在
見
ら
れ
る
の
は
梁
の
瀟
綺
が
復
元
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
皇
五
帝
以
来

の
異
聞
を
時
代
別
に
蒐
集
し
て
い
る
。

〔訳
文
〕

孔
子
が
生
ま
れ
る
夜
、
二
頭
の
蒼
竜
が
天
を
横
切
っ
て
下
り
、
徴
在
の

部
屋
に
寄
り
添
っ
た
。
そ
し
て
孔
子
が
生
ま
れ
た
。
す
る
と
香
露
を
捧
げ

持
っ
た
二
人
の
神
女
が
空
か
ら
降

っ
て
き
て
、
徴
在
を
沐
浴
さ
せ
た
。

0
02

「曹
鳳
」

〔本
文
〕

後
漢
建
武
中
、
曹
鳳
字
仲
理
、
爲
北
地
太
守
、
政
化
尤
異
。
黄
龍
見
於

九
里
谷
高
岡
亭
。
角
長
二
丈
、
大
十
團
、
梢
至
十
絵
丈
。
天
子
嘉
之
、
賜

 吊
百
匹
、
加
秩
中
二
千
石
。
(出

『水
経
注
』)

〔訓
読
〕

も

っ
と

後
漢
の
建
武
中
、
曹
鳳

字
は
仲
理
、
北
地
太
守
と
為
り
、
政
化

尤

あ
ら

た
け

も
異
な
り
。
黄
竜

九
里
谷
高
岡
亭
に
見
は
る
。
角

長
二
丈
、
大
な
る

す
ゑ

よ
み

こ
と

十

囲
、

梢

十

余

丈

に
至

る
。

天
子

之

を
嘉

し

、
吊

百

匹
を

賜
は

り

、
秩

中

二
千
石
を

加

ふ
。



〔語
注
〕

○
曹
鳳

後
漢
の
碑
文

「曹
全
碑
」
に

「祖
父
鳳
、
孝
廉
、
張
腋
厩
國
都

尉
丞
、
右
扶
風
喩
魔
侯
相
、
金
城
西
部
都
尉
、
北
地
太
守
。」
(祖
父
鳳
、

孝
廉
、
張
摘
の
属
国
都
尉
丞
、
右
扶
風
除
廉
侯
の
相
、
金
城
西
部
都
尉
、

北
地
太
守
。)
と
あ
る
。
○
北
地

今
の
寧
夏
回
族
自
治
区
の
北
東
部
。

〇
九
里
谷
高
岡
亭

未
詳
。
○
中
二
千
石

後
漢
の
中
二
千
石
の
官
は
太

常
、
光
禄
勲
、
衛
尉
、
大
鴻
櫨
、
大
司
農
、
執
金
吾
な
ど
、
い
ず
れ
も
大

臣
ク
ラ
ス
の
顕
官
で
あ
る
。
○

『水
経
注
』

北
魏

・
脚
道
元
撰
。
も
と

漢
の
桑
欽
が
河
川
に
つ
い
て
記
し
た

『水
経
』
に
脚
道
元
が
注
を
付
し
た

も
の
だ

っ
た
が
、
現
在
は
本
文
と
注
が
渾
然
と
し
て
い
る
。

〔訳
文
〕

後
漢
の
建
武
年
間

(二
五
～
五
六
)
、
曹
鳳

字
は
仲
理
は
北
地
太
守

と
な
り
、
政
治
教
化
は
大
変
優
れ
て
い
た
。
す
る
と
黄
竜
が
九
里
谷
高
岡

亭
に
現
れ
た
。
角
の
長
さ
は
二
丈

(四

・
八
二
四

m
)
、
太
さ
は
十
抱
え
、

端
か
ら
端
ま
で
で
十
数
丈

(
一
丈
=
二

・
四

一
二
m
)
あ
っ
た
。
天
子
は

こ
れ
を
嘉
し
、
吊
百
匹
を
賜
わ
り
秩
中
二
千
石
を
加
増
し
た
。

O
o3

「張
魯
女
」

〔本
文
〕

張
魯
之
女
、
曾
洗
衣
於
山
下
。
有
白
霧
濠
身
、
因
而
孕
焉
。
恥
之
自
裁
。

將
死
、
謂
其
碑
日
、
「我
死
後
、
可
破
腹
視
之
。」
碑
如
其
言
、
得
龍
子

一

隻
。
遂
送
於
漢
水
。
既
而
女
積
於
山
。
後
数
有
龍
至
、
其
墓
前
成
険
。
(出

『道
家
雑
記
』
)

〔訓

読

〕
む
す
め

あ
ら

お
ほ

張

魯

の
女

、

曾

て
衣
を

山
下

に
洗

ふ
。
白

霧

有
り

て
身

を

濠

ひ
、
因

り

は
ら

て
孕
む

。

之
を

恥
ぢ

て
自
裁

す

。
将

に
死

せ

ん
と

す

る
に
、

其

の
碑

に
謂

さ

ひ

て
曰

く
、

「
我

死

せ

し
後

、
腹

を

破

き

て
之
を

視

る

べ
し
」

と
。

碑

其

の
言

の
如

く
す

れ
ば

、
竜

子

一
双
を

得

た
り

。
遂

に
漢

水

に
送

る
。

し
ば

既
に
し
て
女

山
に
残
せ
ら
る
。
後

数
し
ば
竜

の
至
る
有
り
、
其
の
墓

こ
み
ち

前
に
険
を
成
す
。

〔語
注
〕

○
張
魯

?
～
二
一
六
。
道
教
の
一
派
五
斗
米
道

の
創
始
者
張
陵
の
孫
に

当
た
り
、
第
三
代
天
師
、
系
師
と
称
さ
れ
る
。
四
川
省
の
青
城
山
に
根
拠

地
を
置
く
。
な
お

『伝
仙
録
』
「張
玉
蘭
」
(『太

平
広
記
』
巻
六
十

「女

仙
」
部
所
引
)
に
、
張
魯
の
姉
妹
に
当
た
る
張
玉
蘭
が
夢
で
光
を
飲
ん
で

孕
み
、
侍
女
に
自
分
が
死
ん
だ
ら
腹
を
割
く
よ
う
言
い
残
し
て
死
ぬ
話
が

あ
る
。
○
自
裁

自
分
の
命
を
断

つ
。
『史
記
』
巻
七
十
三

「白
起
伝
」

に

「秦
王
乃
使
使
者
賜
之
剣
、
自
裁
。
」
(秦
王

乃
ち
使
者
を
し
て
之
に

剣
を
賜
は
り
、
自
裁
せ
し
む
。)
と
あ
る
。
○
漢
水

長
江
の
最
も
長
い

支
流
の
ひ
と
つ
。
陳
西
省
寧
強
県
に
源
を
発
し
、
湖
北
省
を
流
れ
、
武
漢

市
で
長
江
に
合
流
す
る
。
○
殖

か
り
も
が
り
す
る
。
但
し
こ
こ
で
は
埋

葬
す
る
意
か
。
○

『道
家
雑
記
』

道
教
に
関
す
る
話
を
納
め
た
小
説
集

と
思
わ
れ
る
が
、
未
詳
。
書
目
類
に
見
え
ず
、

『太
平
広
記
』
に
も
こ
の

一
話
を
収
め
る
の
み
。

〔訳
文
〕

張
魯
の
娘
が
か
つ
て
山
の
ふ
も
と
で
洗
濯
し
て
い
た
。
白

い
霧
が
彼
女



の
身

体
を
覆

い
、
そ

し

て
妊

娠

し
た
。

彼
女

は
妊

娠

し
た

こ
と

を
恥

じ

て

自
殺

す

る
こ
と

に
し

、
死

ぬ
前

に

「
私

が
死

ん
だ

後

、
お
腹

を

裂

い
て
見

な

さ

い
。
」
と

下
女

に
言

い
残

し

た
。

下
女

が

そ

の
遺

言

の
通
り

に
す

る

と
、

竜

の
子

二
匹
が
出

て
き

た

の

で
、

そ

の
ま
ま

漢
水

に
運

ん
だ
。

そ
う

し

て
娘
を

山

に
埋

葬

し
た

。
後

に
し
ば

し
ば
竜

が

や

っ
て
き

て
、

そ

の
墓

の
前

に
小
道

が

で
き

た
。

0

04

「江
陵

姥
」

〔本

文
〕

江

陵
趙
姥

以
沽

酒
爲

業

。
義

煕
中
、

居
室
内

忽

地
隆
起

。

姥
察

爲

異
、

朝

夕

以
酒

醇
之

。
嘗

見

一
物

出

頭
似
駿

。
而
地

初

無
孔

穴
。

及
姥

死

、
家

人
聞

土

下
有

聲
如

芙

。
後

人
掘
地

、
見

一
異
物

蚕

然
、

不
測

大

小
。

須
輿

失
之

。
俗

謂
之

土
龍

。

(出

『渚

宮
薔
事
』
)

〔訓

読
〕

 つ

江
陵
の
趙
姥

酒
を
沽
る
を
以
て
業
と
為
す
。
義
煕
中
、
室
内
に
居
る

に
忽
ち
地

隆
起
す
。
姥

察
し
て
異
と
為
し
、
朝
夕

酒
を
以
て
之
に

そ
そ

つ
ね

醇
ぐ
。
嘗
に

一
物
を
見
る
に
頭
の
騙
に
似
た
る
を
出
だ
す
。
而
る
に
地
に

初
め
よ
り
孔
穴
無
し
。
姥
の
死
す
る
に
及
び
、
家
人

土
下
に
声
有
り
て

な契
く
が
如
き
を
聞
く
。
後

人

地
を
掘
り
て
、

一
異
物
の
蚕
然
た
る
を

見
る
に
、
大
小
を
測
ら
ず
。
須
與
に
し
て
之
を
失
ふ
。
俗
に
之
を
土
竜
と

謂
ふ
。

〔語
注
〕

○
江
陵

現
在
の
湖
北
省
荊
州
市
の
東
北
の
江
陵
県
。
か
つ
て
の
楚
の
都

が

こ
こ

に
あ
り

、
繁

栄

を
誇

っ
た

。
○

沽
酒

酒
を

売

る
。
○

醇

酒
を

地

に
注

い
で
神

を

祀

る
。
『
漢
書
』
巻

九

十
七

「
孝

元
傅

昭

儀
伝

」
に

「
爲

人
有
材

略

、
善

事
人

。

下
至

宮
人

左
右

、
飲

酒

醇
地

、
皆

祝
延

之
。
」

(人

と

為
り

は

材
略

有
り

、
善

く

人

に
事

ふ
。

下

宮
人

左
右

に
至

る
ま

で
、

そ
そ

の

酒

を

飲

み
地

に
醇

ぎ

、
皆

祝
り

て
之

を

延
ば

さ

ん

と
す

。
)

と
あ

り

、
顔

そ
そ

師

古
注

に

「
醇

、
以

酒
沃

地
也

。
」

(醇

は
、

酒
を

以

て
地

に
沃

ぐ
な

り
。
)

と

あ

る

。
○

『渚

宮

薔

事
』

唐

、
余

知

古

撰
。

唐

代

に
至

る
ま

で

の
楚

の
出
来

事
を

記

す
。

「
渚

宮
」

は
郵

の
南

に
あ

っ
た
宮

殿

の
こ
と

。

〔訳
文

〕

江
陵

に
住

む

趙
と

い
う

老
婆

は

酒
を
売

っ
て
生

計

を
立

て
て

い
た

。
義

煕

年
間

(
四
〇

五
～

四

一
八

)

に
、
部

屋

の
中

に

い
る
と

急

に
地
面

が
高

く

持
ち

上

が

っ
た
。

老
婆

は

調

べ
て
不

思
議

に

思

い
、
朝
晩

酒

を
注

い
で

祀

っ
た

。
す

る
と

い
つ
も

騙
馬

の
頭

の
よ
う

な
も

の
が
出

て
く

る
よ
う

に

な

っ
た

。

し
か

し
元

々
地

面

に
穴

は
あ

い
て

い
な
か

っ
た

。
老

婆

が
亡
く

な

る
と

、
家

の
人
は

土

の
下

か
ら

泣
き

叫

ぶ
よ
う

な

大
き

な
声

を
聞

い
た

。

そ

の
後

、
あ

る
人
が

地
面

を
掘

っ
て

み
る
と

、
怪

し

い
も

の
が

蚕
く

の
が

見

え

た

が

、
大

き

さ

は

分

か

ら

な

か

っ
た
。

そ

し

て
ま

も

な
く

い
な

く

な

っ
た

。
世

人

は

こ
れ
を

土
竜

と

言

っ
た
。

0

05

「
甘
宗

」

〔本
文

〕

秦
使

者

甘
宗

所
奏

西

域
事

云
、
外

國

方
士

能

聯
呪

者
、

臨
川

禺
歩

吹
氣

、

龍

即
浮

出

。
初

出
、

乃

長
数
十

丈

。
方

士
吹

之

、

一
吹
則

龍
軌

一
縮

、
至



長
数
寸
。
乃
取
置
壷
中
、
以
少
水
養
之
。

外
國
常
苦
旱
災
。
於
是
方
士
聞
有

(有
原
作
而
。
糠
明
紗
本
、
陳
校
本

改
。)
旱
庭
、
便
齎
龍
往
、
出
費
之
。

一
龍
直
金
数
十
働
、
墨
國
會
敏
以

顧
之
。
直
畢
、
乃
登
壷
出
龍
、
置
淵
中
。
復
禺
歩
吹
之
、
長
敷
十
丈
。
須

與
雨
四
集
 
。
(出

『抱
朴
子
』
)

〔訓
読
〕

よ

秦
の
使
者
甘
宗
の
奏
す
る
所
の
西
域
の
事
に
云
ふ
、
外
国
の
方
士
の
能

く
神
呪
す
る
者
、
川
に
臨
み
て
禺
歩
し
気
を
吹
け
ば
、
竜

即
ち
浮
き
出

た
け

づ

。
初

め

て
出
つ

る

に
、
乃

ち
長

数
十

丈
な

り
。

方
士

之
を
吹

く

に
、

一
た
び
吹

け

ば
則
ち

竜

軌

ち

一
た
び
縮

み
、

長

数
寸

に
至

る
。
乃

ち

取

り

て
壺

中

に
置
き

、
少

水
を

以

て
之
を
養

ふ
。

か
つ

外
国

常
て
旱
災
に
苦
し
む
。
是
に
於
い
て
方
士

旱
処
有
る
を
聞
き
、

も

あ
た

便
ち
竜
を
齋
ち
て
往
き
、
出
だ
し
て
之
を
売
る
。

一
竜

金
数
十
に
直
ひ

や
と

ひ
ら

す

。
国
を

挙
げ

て
会

敏

し
以

て
之
を

顧

ふ
。
直

ひ
畢

れ
ば

、

乃
ち
壷

を

発

き

て
竜

を
出

だ
し

、
淵

中

に
置
く
。

復
た
禺

歩

し

て
之
を

吹

け
ば

、
長

よ

数
十
丈
。
須
輿
に
し
て
雨

四
も
に
集
ふ
。

〔語
注
〕

○
秦

『後
漢
書
』
巻
八
十
八

「西
域
伝
」
に

「和
帝
永
元
九
年
、
都
護

班
超
遣
甘
英
使
大
秦
、
抵
條
支
。」
(和
帝
永
元
九
年
、
都
護
班
超

甘
英

い
た

を

遣

し

て
大
秦

に
使

し
、
條

支

に
抵

ら

し
む

。
)

と
あ

る

の
に
よ

れ

ば
大

秦

、
即
ち

ロ
ー

マ
の
こ
と

か
。

○
甘

宗

後

漢

の
人

。
西

域
都

護
班

超

に

仕
え

て
西

域

に
赴

き

、
安
息

国

(
パ
ル

テ
イ

ア
)

の
西
、

ペ

ル
シ

ア
湾
ま

で
至

る
。
前

項

の

『後

漢
書

』

「
西

域
伝

」

で
は

「
甘

英

」

に
作

る

。
○

方
士

原
文
は

「方
土
」
に
作
る
が
、
黄
氏
巾
箱
本

・
四
庫
全
書
本
に

よ
っ
て
改
め
る
。
神
仙
を
求
め
金
丹
を
煉
り
、
ま
た
禁
呪
祈
譲
な
ど
を
行

う
人
。
○
禺
歩

道
教
に
お
け
る
呪
的
な
歩
法
。
『抱
朴
子
』
巻
十

一
「仙

薬
」
篇
に

「禺
歩
法
、
前
墨
左
、
右
過
左
、
左
就
右
。
次
墨
右
、
左
過
右
、

さ
き

右
就

左

。
次
墨

右

、
右

過
左

、
左

就
右

。
」

(禺
歩

の
法

は
、
前

に
左

を
挙

げ
、

右

左
を

過

ぎ
、

左

右

に
就
く

。
次

い
で
右

を
挙

げ

、
左

右
を

過
ぎ

、
右

左

に
就
く

。
次

い
で
右
を

挙
げ

、
右

左
を

過
ぎ

、
左

右

に

就

く
。
)

と

あ

る
。

○

勧

斤

に
同

じ
。

○
會

赦

原

文

「會

飲

」

に

作

る
が

、
黄

氏
巾

箱
本

に
よ

っ
て
改

め

る
。
銭

を
集

め

る
意

。
○

『抱

朴

子
』

東

晋

・
葛
洪

撰

。
内

篇

二
十
巻

.
外

篇

五
十
巻

に
分

か
れ

て
お
り

、

内
篇

は
仙

薬

・
仙

術

な
ど

に

つ
い
て
、
外
篇

は

世
情

や
処

世

に

つ
い
て
述

べ
る
。

〔訳

文
〕

秦

の
使

者

甘
宗

が
奏

上

し
た

西
域

の
話

に
次

の
よ
う

な
も

の
が
あ

る
。

外

国

の
呪
術

に
長

け

た
方

士
が

川

に
臨

ん
で
禺

歩

し

て
息

を

吹
き

か

け
る

と

、
忽

ち
竜

が
浮

か

び
出

た
。

出

て
来
た

ば

か
り

の
時

は
数

十
丈

(
一
丈

11
二

・
四

一
二

m
)
も

あ

っ
た

が
、

方
士

が

こ
れ

に
息

を
吹

き

か
け

る
と

、

一
吹

き

ご
と

に
縮

ん

で

ゆ
き
、

数
寸

(
一
寸

11
二

・
四

一
二

㎝
)

の
長
さ

に
な

っ
た
。
捕

ま

え

て
壺

の
中

に

入
れ
、

少

し

の
水

で
養

っ
た

。

か

つ
て
外

国
が

日

照
り

に
苦

し

ん
だ

こ
と

が
あ

っ
た

。

そ

こ
で
方

士
は

日

照
り

の
所

が

あ

る
と

聞

く

と

す

ぐ

竜
を

持

っ
て
行

き

、
取

り

出

し

て

売

っ
た
。

一
匹
は
金

数
十

斤

(
一
斤

=
二
二

二

・
七

三

9
)

に
も

値

し
た

が
、
外

国

の
人

々
は
国
を

挙

げ

て
金
を

集

め

て
そ
れ

を
買

っ
た
。

支
払

い



終
わ

る
と

、
壼

を
開

い
て
竜

を
出

し

て
淵

の
中

に
置

い
た

。
再

び
禺

歩

し

て
そ

の
竜

を
吹

く
と

、
長

さ
が
数

十
丈

に
な

っ
た
。
暫

く

す

る
と
あ

ち

こ

ち
か

ら
雨

雲

が
集

ま

っ
て
来

た
。

O

o6

「南

郡
國
」

〔本
文

〕

南

都
國

有
洞
穴

陰
源

、
其

下
通

地
脈

。
中

有
毛

龍
毛

魚

、
時
蜆

骨
暖

澤

之
中

。
魚

龍
同
穴

而
庭

。
其

國
献

毛
龍

一
於

段
。

段

(
『王

子
年
拾

遺

記
』

「
於
股

段

」
作

「
雌

一
雄
放

」
。
案

事
鷹

在
舜

時

。
股

字
説

。
)
置

秦
龍

之

官
、

至
夏

代

不
絶

。

因
以
命

族
。

至
禺
導

川

、

及
四
海

會

同
、

乃
放
於

洛

酒
。

(出

『拾
遺

録
』
)

〔訓

読
〕

南

都
国

に
洞

穴

の
陰

源
有

り
、

其

の
下

地
脈

に
通

ず

。
中

に
毛
竜

ぬ

毛
魚

有
り

、
時

に
骨
を

噴

沢

の
中

に
娩

く
。

魚
竜

穴

を

同
じ
く

し

て
処

る
。

其

の
国

毛
竜

一
を
段

に
献

ず
。

股

秦
竜

の
官

を
置

き

、
夏
代

に

な

至

る
ま

で
絶
え

ず
。

因
り

て
以

て
族

に
命

つ

く

。
禺

の
川
を

導
く

に
至
り

て
、
四
海

の
会

同
す

る

に
及
び

、
乃
ち
洛

酒

に
放

た

る
。

〔
語
注
〕

○
南

郡
國

未

詳
。

こ

の
話
は

『拾
遺

記
』

巻

一

「虞

舜
」

に
載

せ

ら
れ

て
お
り

、
そ

こ

で
は

「
南

薄
之

國
」

に
作

る
。

○
陰

源

地
下

に
あ

る
水

源
を

言
う

か

。
○
地

脈

地
中

を
走

る
穴
道

、

ま
た

そ

こ
を
流

れ

る
水

脈

の
意

か
。

『後

漢
書

』
巻

二
十

二

「
郡
国

志

・
呉

郡

」

に

「
震

澤

在

西
、

後
名

具

匠
澤

。
」
(震

沢

西

に
在

り
、
後

に
具

区
沢

と
名

つ
く

。
)
と

あ
り

、

そ

の
注

に

「
爾

雅

十
藪

、

呉
越

之
間
有

具

匠
。

郭
瑛

日

、
縣
南

太

湖
也

。

中

有

包

山
、

山

下

有

洞

庭

、
穴

道

溜

行

水

底

、
去

無

所

不

通
。

號

爲

地

脈

。
」

(
『爾
雅
』

「
十
藪

」
に

、
「
呉

越

の
間

に
具

区
有
り

」
と

。
郭

瑛

曰
く
、

「
県

南

の
太
湖

な
り

。

中

に
包

山
有
り

、
山

下

に
洞

庭
有

り

、
穴
道

水

ゆ

底

を
潜

行

し
、

去
き

て
通
ぜ

ざ

る
所
無

し
。

号

し

て
地
脈

と
為

す
」

と

。
)

と

あ

る
。

○
蜆

骨

骨
を

抜

く
。

○
股

商

の
こ
と

。
紀

元
前

十

六
世
紀

頃

～
前

十

一
世

紀

。
夏
を

滅

ぼ

し
た
湯

王

に
よ

っ
て
開
か

れ

、
紺

王

の
時

に
周

の
武

王

に
よ

っ
て
滅

ぼ

さ

れ
た
。

但

し
こ

こ

で
は
、

時
代

が
合

わ

な

い
。
○

釜

龍

之

官

竜

を

飼
う

こ
と

を

司

る
官

。

『
史

記
』

巻

二

「
夏
本

紀

」

に

「
陶
唐

既
衰

、
其

后

有
劉

累
、

學
擾

龍

子
秦
龍

氏

、
以

事
孔

甲

。

孔

甲

賜
之

姓
、

日
御

龍

氏
。
」

(陶

唐

既

に
衰

へ
、
其

の
后

劉

累
な

る

な

つ
か

も
の
有
り
、
竜
を
擾
ら
す
を
秦
竜
氏
に
学
び
、
以
て
孔
甲
に
事
ふ
。
孔
甲

之
に
姓
を
賜
ひ
、
御
竜
氏
と
日
ふ
。)
と
あ

る
。
○
因
以
命
族

劉
累

は
竜
を
養
う
法
に
よ
っ
て
孔
甲
に
仕
え
、
そ
の
功
で
御
竜
氏
の
姓
を
賜
っ

た
。
前
項

「秦
龍
之
官
」
注
に
引
く

『史
記
』
を
参
照
。
○
夏

紀
元
前

二

一
世
紀
頃
～
前

一
六
世
紀
。
伝
説
で
ば
禺
が
建
国
し
、
陽
城

(現
在
の

河
南
省
登
封
市
の
東
南
)
を
都
と
し
た
。
桀
王
の
時
に
湯
王
に
滅
ぼ
さ
れ

た
と
言
わ
れ
る
。
○
禺

夏
の
創
始
者
と
言
わ
れ
る
伝
説
上
の
人
物
。
治

水
に
功
績
が
あ

っ
た
。
○
洛
酒

洛
水
が
河
に
入
る
と
こ
ろ
。
○

『拾
遺

録
』

『拾
遺
記
』
に
同
じ
。
晋

・
王
嘉
撰
。
こ
の
書
は

一
度
散
侠
し
、
現

在
見
ら
れ
る
の
は
梁
の
薫
綺
が
復
元
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
皇
五
帝
以
来

の
異
聞
を
時
代
別
に
蒐
集
し
て
い
る
。

〔訳
文
〕



南
郡
国

の
洞
穴
に
は
水
源
が
あ
り
、
そ
の
下
は
地
下
水
脈
に
通
じ
て
い

た
。
中
に
は
毛
竜
と
毛
魚
が
い
て
、
時
に
広
い
沢
の
中
で
骨
を
抜
い
た
。

魚
と
竜
は
同
じ
巣
穴
に
棲
ん
で
い
た
。
そ
の
国
は
毛
竜

一
頭
を
股
に
献
上

し
た
。
股
は
秦
竜
の
官
を
設
置
し
、
そ
の
官
は
夏
の
代
ま
で
存
続
し
た
の

で
、

一
族

の
名
称
と
し
た
。
禺
が
治
水
を
行

っ
て
四
海
が
合
わ
さ
る
と
、

毛
竜
は
洛
水
と
黄
河
の
合
流
地
点
に
放
た
れ
た
。

0
07

「龍
場
」

〔本
文
〕

『王
子
年
拾
遺
』
日
、
「方
丈
山
東
有
龍
場
。
地
方
千
里
。
龍
皮
骨
如
山

阜
、
布
散
百
鯨
頃
。」
『述
異
記
』
、
「晋
寧
縣
有
龍
葬
洲
。
父
老
云
、
龍
蜆

骨
於
此
洲
。
其
水
今
猶
多
龍
骨
。」

按
山
阜
岡
蘭
、
能
興
雲
雨
者
、
皆
有
龍
骨
。
或
深
或
淺
、
多
在
土
中
。

歯
角
尾
足
、
宛
然
皆
具
。
大
者
数
十
丈
、
或
盈
十
園
。
小
者
繊

=

一尺
、

或
三
四
寸
、
膿
皆
具
焉
。
嘗
因
採
取
見
之
。
『論
衡
』
云
、
「蝉
生
於
腹
育
。

(育
字
原
空
閾
。
振
陳
校
本
補
。)」
開
背
而
出
、
必
因
雨
而
蜆
、
如

(如

原
作
而
。
櫨
明
紗
本
、
許
本
改
。)
蛇
之
娩
皮
云
。

近
蒲
洲
人
家
、
折
草
屋
、
於
棟
上
得
龍
骨
長

一
丈
許
。
宛
然
皆
具
。
(出

『感
慮
経
』)

〔訓
読
〕

『王
子
年
拾
遺
』
に
曰
く
、
「方
丈
山
の
東
に
竜
場
有
り
。
地

方
千
里
。

竜
の
皮
骨

山
阜
の
如
く
、
布
散
す
る
こ
と
百
余
頃
」
と
。
『述
異
記
』
に
、

ぬ

「
晋
寧

県

に
竜

葬
洲
有

り

。
父
老

云

ふ
、
竜

骨
を

此

の
洲

に
蜆
く

と
。

其
の
水

今
猶
ほ
竜
骨
多
し
」
と
。

よ

按

ず

る
に
山

阜
岡

曲

の
、
能

く
雲

雨

を

興
す
者

は

、
皆
竜

骨
有

り

。
或

い
は

深
く

或

い
は
浅

く

、
多

く
土

中

に
在

り

。
歯

角
尾

足

、
宛
然

と

し

て

そ
な

み

皆
具
は
る
。
大
な
る
者
は
数
十
丈
、
或
い
は
十
囲
に
盈
つ
。
小
な
る
者
は

わ
づ

綾

か

に

一
二
尺

、
或

い
は
三

四
寸

な

る
も

、
体

皆

具
は

る
。

嘗

て
採

取

す

る
に

因
り

て
之
を

見

る
。

『論
衡

』

に
云

ふ
、

「
蝉

腹

育

よ
り
生

ず

」

と
。

背
を

開
き

て
出

つ

る

に
、
必

ず
雨

に
因
り

て
蜆

け
、

蛇

の
皮

を
蜆

く

が
如

し
と

云

ふ
。

ひ
ら

た
け

近
ご
ろ
蒲
洲
の
人
家
、
草
屋
を
折
く
に
、
棟
上
に
於
い
て
竜
骨
の
長

一

ば
か
り

丈
許
な
る
を
得
た
り
。
宛
然
と
し
て
皆
具
は
る
。

〔語
注
〕

○

『王
子
年
拾
遺
』

『拾
遺
記
』
に
同
じ
。
晋

・
王
嘉
撰
。
子
年
は
王
嘉

の
字
。
こ
の
書
は

一
度
散
侠
し
、
現
在
見
ら
れ
る
の
は
梁
の
薫
綺
が
復
元

し
た
も
の
で
あ
る
。
三
皇
五
帝
以
来
の
異
聞
を
時
代
別
に
蒐
集
し
て
い
る
。

こ
の
話
は

『拾
遺
記
』
巻
十
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
○
方
丈
山

渤
海
中

に
あ
り
、
神
仙
の
す
む
と
い
う
山
。
『史
記
』
巻
二
十
八

「封
禅
書
」
に

「自
威
、
宣
、
燕
昭
使
人
入
海
求
蓬
莱
、
方
丈
、
瀟
洲
。」
(威
、
宣
、
燕

昭
よ
り
人
を
し
て
海
に
入
り
蓬
莱
、
方
丈
、
瀬
洲
を
求
め
し
む
。)
と
あ
る
。

○

『述
異
記
』

『述
異
記
』
に
は
二
種
あ
り
、

一
つ
は
斉
の
祖
沖
之
の
作
。

原
書
十
巻
は
す
で
に
散
逸
し
、
魯
迅
の

『古
小
説
鉤
沈
』
に
九
十
話
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。
も
う

一
つ
は
梁
の
任
防
の
作
だ
と
さ
れ
る
が
、
恐
ら
く

は
後
人
の
仮
託
。
全
二
巻
で
、
増
訂
漢
魏
叢
書

・
百
子
全
書
等
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。
但
し
こ
の
話
は
ど
ち
ら
に
も
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
○
習
寧



縣

現
在

の
湖
南

省
資

興
県

の
南

。
○
蜆

骨

骨

を
抜

く
。

○

『論
衡

』

後
漢

・
王

充

の
著
。
全

三
十
巻

、
八
十

五
篇

。

現
在

は

「
招
致

」

一
篇

が

欠
け

て

い
る
。

『
論
衡
』

「無

形
」

篇

に

「
嫡

蠣
化

爲
復

育

、
復

育
韓

而

爲

蝉
。
蝉

生

雨
翼

、
不
類

嫡
蟷

。
」

(熔
嬉

化

し

て
復
育

と

為
り

、
復

育

転

じ

て
蝉
と

為

る
。
蝉

両
翼
を

生
じ
、

蜻
嬉

に
類

せ
ず

。
)
と

あ

る
。

○
蒲

洲

現

在

の
山
西

省

永

済
市

の
西
。

○

『感

鷹

経
』

『宋

史
』

「
芸

文
志

」
は

「
雑

家
類

」

に

「
李
淳

風

『感

慮

経
』

三
巻

」

と
あ

り

、
ま

た

「
小

説

類
」

に

「
東

方
朔

『感

慮

経
』

三
巻

」

と

あ

る

。

『太

平

広

記
』

に

は
十
九

話
が

収
め

ら
れ

て

い
る
。

こ
こ

で
は
唐

の
李

淳

風

の
作

か
。

〔訳

文
〕

王

嘉

『拾

遺

記
』

に

「
方

丈

山

の
東

に
竜

場

が

あ

る
。
広

さ

は
千

里

(
四
三

四

・
一
六

㎞
)
四
方

。

そ
こ

に
は
竜

の
皮

や
骨

が

山
と

積
も

り
、

百
余

頃

(
一
頃

11
五
〇

二

・
六

五
三

a
)

に
渡

っ
て
散

乱

し

て

い
る
。
」

と
あ

る
。

ま
た

『述

異
記
』

に

「
晋
寧
県

に
竜
葬

洲

が
あ

る
。

父
老

が
言

う

に
は
、

竜
は

こ

の
洲

で
骨
を
脱

ぎ
捨

て

る
と

の

こ
と

で
あ

る
。

そ

の
川

に

は
今

で
も
竜

骨
が

沢
山

あ

る
。
」
と
あ

る
。

思
う

に
雲

や
雨
を

発
生

さ
せ

る
こ
と

の
で
き

る
山

や
丘

に
は

、
ど

こ
も

竜
骨

が
あ

る

の
で
あ

ろ
う

。
深

か

っ
た
り

浅

か

っ
た
り

す

る
が

、
多

く
は

地
中

に
埋

ま

っ
て

い
る
。
歯

や
角

、
尾

、
足

が

そ

の
ま

ま
皆

揃

っ
て

い
る
。

大
き

い
物

は
数

十

丈

(
一
丈

11
三

・
=

二

m
)
、

十

抱
え

に
な

る
も

の

も
あ

る
。

小

さ

い
物

は
た

っ
た

一
、

二
尺

(
一
尺

11
三

一

・
一

㎝
)
、
ま

た

は
三
、

四
寸

(
一
寸

⊥

二
・
=

㎝
)

ほ

ど
だ

が
、

全
身

が

揃

っ
て
い

る
。

以
前

採

取

す

る
際

に

目

に
し
た

こ
と

が
あ

る
。

『論

衡
』

に

「
蝉

は

腹
育
か
ら
生
ま
れ
る
。」
と
あ
る
。
背
中
を
開
い
て
出
て
来
る
が
、
必
ず

雨
の
時
に
皮
を
脱
ぎ
、
そ
れ
は
蛇
が
脱
皮
す
る
か

の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
。

近
頃
蒲
洲
の
人
家
で
草
葺
き
の
小
屋
を
解
体
し
た
と
こ
ろ
、
棟
木
の
上

に

一
丈
く
ら
い
の
長
さ
の
竜
骨
が
発
見
さ
れ
た
。
全
身
が
そ
の
ま
ま
揃

っ

て
い
た
。

O
o8

「五
色
石
」

〔本
文
〕

天
目
山
人
全
文
猛
於
新
豊
後
湖
観
音
寺
西
岸
、
獲

一
五
色
石
大
如
斗
。

文
彩
盤
歴
、
如
有
夜
光
。
文
猛
以
爲
神
異
、
抱
献
之
梁
武
。
梁
武
喜
、
命

置
於
大
極
殿
側
。

將
年
鯨
、
石
忽
光
照
廊
嚥
、
有
聲
如
雷
。
帝
以
爲
不
鮮
、
召
木
…公
示
之
。

封
日
、
「此
上
界
化
生
龍
之
石
也
。
非
人
聞
物
。
若
以
洛
水
赤
礪
石
和
酒

合
藥
、
煮
之
百
飴
沸
、
柔
軟
可
食
。
琢
以
爲
飲
食
之
器
、
令
人
延
壽
。
幅

徳
之
人
、
所
慮
受
用
。
有
聲
者
、
龍
欲
取
之
。」
帝
令
馳
取
赤
石
、
如
其
法
、

命
工
琢
之
以
爲
甑
。
各
容
五
斗
之
半
。
以
盛
御
膳
、
香
美
殊
常
。

以
其
絵
屑
、
置
於
奮
庭
、
忽
有
赤
龍
。
揚
髪
鼓
鑑
、
撞
尾
入
殿
、
擁
石

騰
躍
而
去
。
帝
遣
推
験
、
乃
是
普
通
二
年
、
始
平
郡
石
鼓
村
、
圃
龍
所
競

之
石
。

其
甑
遭
侯
景
之
乱
、
不
知
所
之
。
(出

『梁
四
公
記
』)

〔訓
読
〕

天
目
山
の
人

全
文
猛

新
豊
後
湖
観
音
寺
の
西
岸
に
於
い
て
、

一
五

色
石
の
大
な
る
こ
と
斗
の
如
き
を
獲
た
り
。
文
彩
盤
盛
と
し
て
、
夜
光
有



る
が
如

し
。
文

猛

以

て
神

異
と

為

し
、
抱

き

て
之
を

梁

武

に
献
ず

。
梁

武

喜
び

、
命

じ

て
大

極

殿

の
側
に
置

か
し

む
。

将

に
年
余

な

ら
ん
と

す

る

に
、
石

忽

ち

光

廊
鷹

を

照
ら

し
、
声

の

雷

の
如
き

有
り

。
帝

以

て
不
祥

と
為

し
、

木
…公

を
召

し

て
之

を
示
す

。

こ
た対

へ
て
曰

く
、

「
此

上
界

の
化
生

竜

の
石

な

り

。
人

間

の
物

に
非
ず

。

も若
し
洛
水

の
赤
礪
石
を
以
て
酒
と
和
し
薬
に
合
し
、
之
を
煮
る
こ
と
百
余

み
が

沸

な
ら
ば

、
柔

軟

に
し

て
食

ら

ふ

べ
し
。
琢

き

て
以

て
飲
食

の
器
と
為

さ

ば

、
人
を

し

て
寿
を

延
ば

さ

し
む
。
福

徳

の
人

の
、
応

に
受

け

用

ふ

べ
き

所

な
り
。

声
有

る
は

、
竜

之

を
取

ら
ん
と

欲
す

れ
ば

な

り
」

と
。

帝み
が

馳

せ

て
赤

石
を

取
ら

し
め

、
其

の
法

の
如
く

し
、

工

に
命

じ

て
之
を

琢
き

お
の

て
以

て
甑

と
為

さ
し

む
。
各

お

の
容

五
斗

の
半

ば
な

り

。
以

て
御
膳

を

盛

る

に
、
香
美

な

る
こ
と
常

に
殊

な
り

。

ひ
げ

其

の
余

屑

を

以

て
、

旧

処

に

置

く

に
、
忽

ち

赤

竜

有

り

。
髪

を

揚

げ

た
て
が
み

ふ

鑑

を
鼓

し

、
尾
を

悼
り

て
殿

に
入
り

、
石

を
擁

し

て
騰

躍
し

て
去

る
。

や

帝

遣
り

て
推
験
せ
し
む
る
に
、
乃
ち
是

普
通
二
年
、
始
平
郡
石
鼓
村

の
、
闘
竜

の
競
ふ
所
の
石
な
り
。

ゆ

其
の
甑

侯
景
の
乱
に
遭
ひ
、
之
く
所
を
知
ら
ず
。

〔語
注
〕

○
天
目
山

漸
江
省
臨
安
県
の
西
北
。
○
全
文
猛

未
詳
。
『梁
書
』
に

は
見
え
な

い
。
○
新
豊

湖
の
名
。
江
蘇
省
丹
陽
県
の
西
北
に
あ
る
。
○

観
音
寺

未
詳
。
○
梁
武

梁
の
武
帝
の
こ
と
。
在
位
五
〇
二
～
五
四
九
。

梁
の
初
代
皇
帝
。
南
蘭
梁

(現
在
の
江
蘇
省
鎮
江
市
の
東
南
)
の
人
。
中

興
二
年

(五
〇
二
)、
斉
か
ら
政
権
を
奪
取
し
、
梁
を
建
国
し
た
。
○
大

極
殿

天
子
の
居
住
す
る
正
殿
。
○
廊
廉

表
御
殿
に
副
え
て
設
け
ら
れ

た
建
物
。
外
屋
。
○
熊
公

梁
の
武
帝
に
仕
え
た
四
人
の
老
人
「
四
公
子
」

の
一
人
、
説
木
…の
こ
と
。
四
公
子
に
つ
い
て
は

『六
朝
事
跡
編
類
』
巻
四

「楼
台
門

・
儀
賢
堂
」
に

「梁
武
帝
謙
恭
待
士
、
大
通
中
有
四
人
來
。
年

七
十
鯨
、
鶉
衣
踊
履
、
行
弔
経
年
、
無
人
知
者
。
帝
召
入
儀
賢
堂
、
給
湯

沐
、
解
御
服
賜
之
。
帝
問
三
敏
九
流
及
漢
書
事
、
了
如
目
前
、
帝
心
異
之
。

…
時
目
之
爲
四
公
子
。」
(梁
武
帝

謙
恭
に
し
て
士
を
待
し
、
大
通
中

四
人
の
来
た
る
有
り
。
年
七
十
余
、
鶉
衣
踊
履
に
し
て
、
行
弓
し
て
年
を

経
る
も
、
人
の
知
る
者
無
し
。
帝

召
し
て
儀
賢
堂
に
入
ら
し
め
、
湯
沐

を
給
し
、
御
服
を
解
き
て
之
に
賜
ふ
。
帝

三
教
九
流
及
び

『漢
書
』
の

事
を
問

へ
ば
、
了
と
し
て
目
前
の
如
く
、
帝

心

に
之
を
異
と
す
。
…
時

に
之
を
目
し
て
四
公
子
と
為
す
。
)
と
あ
る
。
○
洛
水

現
在
の
河
南
省

洛
河
。
○
赤
礪
石

赤

い
砥
石
。
『山
海
経
』
巻

五

「中
山
経
」
に

「又

北
三
十
五
里
日
陰
山
。
多
礪
石
、
文
石
。」
(又
た
北
三
十
五
里
を
陰
山
と

日
ふ
。
礪
石
、
文
石
多
し
。)
と
あ
り
、
郭
瑛
注
に

「礪
石
、
石
中
磨
者
。」

(礪
石
は
、
石
中
の
磨
す
る
者
な
り
。
)
と
あ
る
。
○
画

瓶
。
○
御
膳

天
子
の
食
物
。
○
始
平
郡

現
在
の
陳
西
省
興
平
市
の
南
。
○
石
鼓
村

未
詳
。
○
侯
景
之
齪

梁
の
武
帝
末
期
に
起
こ

っ
た
乱
。
侯
景
は
太
清
元

年

(五
四
七
)
に
魏
に
背
い
て
梁
に
下
り
、
梁

の
武
帝
は
彼
を
河
南
王
に

封
じ
た
。
魏
は
捕
虜
の
瀟
淵
明
と
侯
景
を
交
換
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
武

帝
が
同
意
し
た
た
め
、
侯
景
は
梁
に
背
い
た
。
武
帝
は
囚
わ
れ
の
身
と
な

り
餓
死
し
た
。
侯
景
は
帝
を
称
し
国
号
を
漢
と
し
た
が
、
翌
年
殺
さ
れ
た
。

○

『梁
四
公
記
』

『新
唐
書
』
巻
五
十
八

「芸
文
志

・
雑
伝
記
」
類
は
盧



読
、
或

い
は
梁
載

言

の
撰

と

し
、

『宋
史
』

巻

二
百

三

「
芸
文

志

・
伝

記
」

類

は
梁

載
言

の
撰

と
す

る
。
ま

た

『直
斎

書
録

解
題

』
巻

七

「
伝

記
」

類

は
唐

の
張
説

の
撰
と

し

て
お
り

、
著

者
が

誰

で
あ

る
か

は
は

っ
き

り
し

な

い
。
梁

の
武
帝

に
謁
見

し
た

四
公

(蜀
閾

、
鞭
…木
…、

数
齢
…、
侃

督
)

に

つ

い

て

の
逸

話
を

記

し
た

も

の
で
、

既

に
侠

し

て
伝

わ
ら

な

い
が
、

『
太

平

広

記
』

に
は

三
話

が
収

め
ら
れ

て

い
る
。

〔訳
文
〕

天
目

山

の
人

全
文

猛
は
新

豊

後
湖

の
観
音

寺

の
西
岸

で

一
斗

(
五
.
九

四

1
)

の
升
く

ら

い

の
大
き

さ

の
五
色

の
石
を

一
つ
拾

っ
た
。

彩
模

様

が

う
ね

う

ね
と

め
ぐ
り

、
夜

に
も

光
を

放

つ
か

の
よ
う

で
あ

っ
た

。
文

猛

は

不

思
議

な
物
だ

と
思

い
、
抱

き

か
か

え

て
梁

の
武

帝

に
献

上
し

た
。

梁

の

武
帝

は
喜

ん

で
、
大

極
殿

の
側

に
置

く
よ
う

に
命

じ

た
。

一
年
余

り
が

経
と

う
と
す

る
頃
、

石
は
突

然
光

を
放

っ
て
外

屋
を

照

ら

し

、
雷

の
よ
う

な
音

を
立

て
た

。
帝

は
不
吉

だ
と

思

い
、
木
…公

を
召

し

て

こ
れ
を
見

せ
た

。
木
…公
は

「
こ
れ
は

天
界

の
化
生

竜

の
石

で
す

。
人

界

の

物

で
は

ご
ざ

い
ま
せ

ん
。
も

し

洛
水

の
赤

い
砥
石

を
用

い
て
酒
と

混

ぜ

て

薬
を

作
り

、
百

回
余

り
煮
立

て
れ
ば

、
柔
ら

か
く

な

っ
て
食

べ
る

こ
と
が

で
き

ま
す

。
研

磨
し

て
食
器

を
作

れ

ば
、
寿
命

を

延
ば

す

こ
と

が

で
き
ま

す
。

福
徳

あ

る
人
が

手

に
入
れ

用

い
る

べ
き

物

で
ご
ざ

い
ま

す
。

音

が
し

た

の
は
、
竜

が

こ
れ

を
手

に

い
れ

よ

う
と

し

て

い
る

か

ら

で

ご
ざ

い
ま

す
。
」
と

答
え

た

。
帝

は
使

者

を

や

っ
て
赤

い
砥

石

を

取

っ
て
来

さ

せ
、

教
わ

っ
た

や
り

方

の
通
り

に
し

て
、

工
人

に
命

じ

て
小

さ

い
瓶
を

作

ら
せ

た
。

そ

れ
ぞ
れ

五
斗

の
半
ば

く

ら

い

の
容
積

で
あ

る
。

そ
れ

に
食

事
を

盛

る
と
、
と
て
も
す
ば
ら
し
い
香
り
と
味
が
し
た
。

そ
の
余

っ
た
屑
を
元
の
場
所
の
観
音
寺
に
戻
し
て
お
く
と
、
突
然
赤
竜

が
現
れ
た
。
髭
を
振
り
上
げ
た
て
が
み
を
鳴
ら
し
、
尾
を
振
り
な
が
ら
仏

殿
に
入
り
、
石
を
抱
い
て
飛
び
上
が
っ
て
い
っ
た
。
帝
が
使
者
を
や
っ
て

調
べ
さ
せ
る
と
、
こ
の
石
は
何
と
普
通
二
年

(
五
一
=

)
に
始
平
郡
石
鼓

村
で
竜
が
取
り
合
い
を
し
た
石
で
あ

っ
た
。

そ
の
瓶
は
侯
景
の
乱
に
遭
い
、
何
処
に
行

っ
た
か
分
か
ら
な
い
。

O
o9

「震
澤
洞
」

〔本
文
〕

震
澤
中
、
洞
庭
山
南
有
洞
穴
深
百
鯨
尺
。
有
長
城
乃
仰
公
馳
誤
堕
洞
中
。

髪
行
、
升
降
五
十
鯨
里
、
至

一
龍
宮
。
周
園
四
五
里
、
下
有
青
泥
至
膝
。

有
宮
室
門
閾
、
龍
以
氣
關
水
。
罪
如
輕
霧
、
聲
夜
光
明
。
遇
守
門
小
較
龍
、

張
鱗
奮
爪
拒
之
、
不
得
入
。
公
馳
在
洞
百
有
醗
日
、
食
青
泥
、
味
若
梗
米
。

忽
彷
彿
説
得
蹄
路
、
尋
出
之
。

爲
呉
郡
守
時
、
乃
旦
ハ事
聞
梁
武
帝
。
帝
問
木
…公
。
公
日
、
「此
洞
穴
有

四
枝
。

一
通
洞
庭
湖
西
岸
、

一
通
蜀
道
青
衣
浦
北
岸
、

一
通
羅
浮
雨
山
閲

穴
路
、

一
通
枯
桑
島
東
岸
。
蓋
東
海
龍
王
第
七
女
掌
龍
王
珠
藏
、
小
龍
千

数
衛
護
此
珠
。
龍
畏
蝋
、
愛
美
玉
及
空
青
而
嗜
燕
。
若
遣
使
信
、
可
得
賓

珠
。」
帝
聞
大
嘉
、
乃
詔
有
能
使
者
、
厚
賞
之
。
有
會
稽
郡
邸
縣
白
水
郷

郎

(郎
原
作
即
。
振
明
紗
本
、
陳
校
本
改
。)
庚
毘
羅
請
行
。
木
…公
日
、

「汝
五
世
祖
焼
殺
邸
縣
東
海
潭
之
龍
百
醗
頭
、
還
爲
龍
所
害
。
汝
龍
門
之

完
也
。
可
行
乎
。」
毘
羅
伏
建
、
乃
止
。



於
是
合
浦
郡
洛
黎
縣
甑
越
羅
子
春
兄
弟
二
人
、
上
書
自
言
、
「家
代
於

陵
水
羅
水
龍
爲
婚
。
遠
祖
衿
能
化
悪
龍
、
脅
簡
文
帝
以
臣
祖
和
化
毒
龍
。

今
龍
化
縣
、
即
是
臣
祖
住
宅
也
。
象
郡
石
龍
、
剛
猛
難
化
、
臣
祖
化
之
。

化
石
龍
縣
是
也
。
東
海
南
天
台
湘
川
彰
姦
銅
鼓
石
頭
等
諸
水
大
龍
、
皆
識

臣
宗
祖
、
亦
知
臣
是
其
子
孫
。
請
通
帝
命
。」
木
…公
日
、
「汝
家
制
龍
石
尚

在
否
。」
答
日
、
「在
在
。
謹
齎
至
都
。
試
取
観
之
。」
公
日
、
「汝
石
但
能

制
微
風
雨
召
戎
虜
之
龍
、
不
能
制
海
王
珠
藏
之
龍
。」
又
問
日
、
「汝
有
西

海
龍
拶
香
否
。」
日
、
「無
。」
公
日
、
「奈
之
何
御
龍
。」
帝
日
、
「事
不
譜

 
。」
公
日
、
「西
海
大
船
、
求
龍
脳
香
可
得
。
昔
桐
柏
眞
人
敷
揚
道
義
、

許
誼
、
茅
容
乗
龍
、
各
贈
制
龍
石
十
勧
。
今
亦
磨
在
。
請
訪
之
。
」
帝
勅

命
求
之
、
於
茅
山
華
陽
隠
居
陶
弘
景
得
石
雨
片
。
公
日
、
「是
 
。」
帝
勅

百
工
、
以
子
閲
鋳
河
中
美
玉
、
造
小
函
二
、
以
桐
木
灰
獲
其
光
。
取
宣
州

空
青
、
汰
其
甚
精
者
、
用
海
魚
膠
之
、
成
二
缶
、
火
焼

(火
焼
原
作
大
船
。

掠
陳
校
本
改
。)
之
。
龍
腰
香
尋
亦
縫
至
。
木
…公
日
、
「以
蝋
塗
子
春
等
身

及
衣
侃
。
」
又
乃
齎
焼
燕
五
百
枚
入
洞
穴
。

至
龍
宮
、
守
門
小
鮫
聞
蝋
氣
、
傭
伏
不
敢
動
。
乃
以
焼
燕
百
事
賂
之
、

令
其
通
問
、
以
其
上
上
者
献
龍
女
。
龍
女
食
之
大
嘉
。
又
上
玉
函
青
缶
、

旦
ハ陳
帝
旨
。
洞
中
有
千
歳
龍
能
攣
化
、
出
入
人
聞
、
有
善
繹
時
俗
之
言
。

龍
女
知
帝
禮
之
、
以
大
珠
三
、
小
珠
七
、
雑
珠

一
石
、
以
報
帝
。
命
子
春

乗
龍
、
載
珠
還
國
。
食
頃
之
間
便
至
、
龍
僻
去
。

子
春
薦
珠
、
帝
大
喜
。
得
聰
通
露
異
、
獲
天
人
之
賓
。
以
珠
示
木
…公
。

木
…公
日
、
「三
珠
、
其

一
是
天
帝
如
意
珠
之
下
者
。
其
二
是
騙
龍
珠
之
中
者
。

七
珠
、
二
是
最
珠
、
五
是
海
蛙
.珠
。
人
聞
之
上
者
。
雑
珠
是
蛙
蛤
等
珠
、

不
如
大
珠
之
貴
。」
帝
遍
示
百
僚
。
朝
廷
成
謂
木
醐公
虚
誕
、
莫
不
詰
之
。

木
…公
日
、
「如
意
珠
上
上
者
、
夜
光
照
四
十
絵
里
、
中
者
十
里
、
下
者

一
里
。

光
之
所
及
、
無
風
雨
雷
電
水
火
刀
兵
諸
毒
属
。
麗
珠
上
者
、
夜
光
百
歩
、

中
者
十
歩
、
下
者

一
室
。
光
之
所
及
、
無
蛇
旭
勿
之
毒
。
巌
珠
、
七
色
而

多
赤
、
六
足
二
目
。
當
其
凹
庭
、
有
臼

(原
作
奮
。
糠
明
紗
本
改
。)
如

鐵
鼻
。
蛙
珠
五
色
、
皆
有
夜
光
、
及
数
尺
。
無
理
者
爲
之
上
、
有
鍛
者
爲

下
。
珠
蛙
五
、
於
時
與
月
盈
腐
。
蛇
珠
所
致
、
階
侯
噌
参
、
即
其
事
也
。」

又
問
蛇
鶴
之
異
。
封
日
、
「使
其
自
適
。」
帝
命
木
崩公
記
蛇
鶴
二
珠
、
斗
飴

雑
珠
、
散
於
殿
前
、
取
大
黄
蛇
玄
鶴
各
十
数
、
庭
布
中
聞
。
於
是
鶴
街
其

珠
、
鳴
舞
緋
徊
。
蛇
街
其
珠
、
盤
曲
宛
韓
。
群
臣
観
者
、
莫
不
歎
服
。
帝

復
出
如
意
龍
巌
等
珠
。
光
之
遠
近
、
七
九
八
数
、
皆
如
木
…公
之
言
。

子
春
在
龍
宮
得
食
、
如
花
如
藥
、
如
膏
如
飴
。
食
之
香
美
。
齎
食
至
京

師
、
得
人
間
風
日
、
乃
堅
如
石
、
不
可
咀
咽
。
帝
令
秘
府
藏
之
、
拝
子
春

爲
奉
車
都
尉
、
二
弟
爲
奉
朝
請
、
賜
布
吊
各
千
匹
。

追
訪
公
馳
往
不
爲
龍
害
之
由
、
爲
用
麻
油
和
蝋
、
以
作
照
魚
衣
、
乃
身

有
蝋
氣
故
也
。
(出

『梁
四
公
記
』
)

〔訓
読
〕

震
沢
中
、
洞
庭
山
の
南
に
洞
穴
の
深
き
こ
と
百
余
尺
な
る
有
り
。
長
城

乃
仰
公
馳
有
り

誤
り
て
洞
中
に
堕
つ
。
肇
行
し
、
升
降
す
る
こ
と
五
十

余
里
、

一
竜
宮
に
至
る
。
周
囲
四
五
里
、
下
に
青
泥
の
膝
に
至
る
有
り
。

ひ
ら

宮
室
門
閾
有
り
、
竜

気
を
以
て
水
を
關
く
。
罪
た
る
こ
と
軽
霧
の
如
く
、

昼
夜
に
光
明
あ
り
。
守
門
の
小
鮫
竜
に
遇
ふ
に
、
鱗
を
張
り
爪
を
奮
ひ
て

之
を
拒
み
、
入
る
を
得
ず
。
公
馳

洞
に
在
る
こ
と
百
有
余
日
、
青
泥
を



食

ら

ひ
、
味

梗

米

の
若

し
。
忽

ち
彷
彿

と

し

て
説

か

る
る
が

ご
と

く
し

つ

て
帰

路
を
得

、
尋

い
で
之
よ

り
出

づ
。

つ
ぶ
さ

ぶ
ん

呉

郡

の
守

為
り

し
時

、
乃

ち
具

に
事
も

て
梁

武

帝

に
聞
す

。
帝

木
…公

に
問

ふ
。

公

曰
く

、
「
此

の
洞
穴

に
四
枝

有

り
。

一
は

洞
庭

湖

の
西
岸

に

通

じ
、

一
は

蜀
道

青
衣
浦

の
北
岸

に
通

じ
、

一
は

羅
浮

両
山

間

の
穴
鉛

に

通

じ
、

一
は

枯
桑

島

の
東

岸

に
通
ず

。
蓋

し
東

海
竜

王
第

七

女

の
掌

る
と

こ
ろ

の
竜

王

の
珠

蔵

に
し

て
、
小
竜

千
数

此

の
珠

を
衛

護

す
。

竜

蝋

も

を

畏
れ

、
美

玉
及

び
空
青

を
愛

し

て
燕
を
嗜

む

。
若

し
使

信

を
遣

は

さ
し

め

ば
、
宝

珠

を
得

べ
し
」

と

。
帝

聞
き

て
大

い
に
嘉

し
、

乃
ち

詔

し

て

よ能
く
使
ひ
す
る
者
有
ら
ば
、
厚
く
之
に
賞
す
。

会
稽
郡
鄭
県
白
水
郷
郎
の
庚
毘
羅
有
り

行
か
ん
こ
と
を
請
ふ
。
木
…公

曰
く
、
「
汝
が
五
世
の
祖
は
鄭
県
東
海
潭
の
竜
百
余
頭
を
焼
殺
せ
ん
と
し
、

か
へ

あ
だ

還

っ
て
竜

の
害
す

る
所
と

為

る
。
汝

は
竜

門

の
究

な
り

。
行

く

べ
き

か
」

こ
れ

と
。
毘
羅

建
に
伏
し
、
乃
ち
止
む
。

是
に
於

い
て
合
浦
郡
洛
黎
県
の
甑
越
の
羅
子
春
兄
弟
二
人
、
上
書
し
て

よ

自
ら
言
ふ
、
「家

代
よ
陵
水
羅
水
の
竜
に
於

い
て
婚
を
為
す
。
遠
祖
衿

能
く
悪
竜
を
化
し
、
晋
簡
文
帝

臣
が
祖
和
を
以
て
毒
竜
を
化
せ
し
む
。

今
の
竜
化
県
は
、
即
ち
是

臣
が
祖
の
住
宅
な
り
。
象
郡
の
石
竜
は
、
剛

猛
に
し
て
化
し
難
き
も
、
臣
が
祖

之
を
化
す
。
化
石
竜
県
は
是
な
り
。

東
海

南
天
台

湘
川

彰
姦

銅
鼓

石
頭
等
の
諸
水
の
大
竜
は
、
皆

臣
が
宗
祖
を
識
り
、
亦
た
臣
は
是
其
の
子
孫
な
る
を
知
る
。
帝
命
を
通
ぜ

な

ん

こ
と
を

請

ふ
」
と
。

木
醐
公

曰
く
、

「
汝

が
家

の
制

竜

石

尚

ほ
在

り

や

も

否

や
」

と

。
答

へ
て

曰
く
、

「
在

り
在

り
。

謹

し

み
齎

ち

て
都

に
至

る
。

試

み
に
取

り

て
之
を

観

よ
」

と

。
公

曰
く

、
「
汝

が

石

は
但

だ

能

く
微

風あ
た

雨
を
制
し
戎
虜
の
竜
を
召
す
の
み
に
し
て
、
海
王
珠
蔵
の
竜
を
制
す
る
能

は
ず
」
と
。
又
た
問
ひ
て
曰
く
、
「汝
に
西
海
の
竜
脳
香
有
り
や
否
や
」
と
。

い
か
ん

曰
く
、

「
無

し
」
と

。

公

曰
く

、
「
之

を
奈

何

ぞ
竜

を
御

す

る
か
」

と

。
帝

か
な

曰

く
、

「事

譜

は
ず

」
と

。
公

曰

く
、

「
西
海

の
大

船
も

て
、
竜

脳
香

を

求

め

て
得

べ
し
。

昔
桐

柏
真

人

道

義
を

敷
揚

す

る

に
、
許

誼

、
茅
容

お
の

竜

に
乗

り
、
各

お

の
制

竜

石
十

働
を

贈
ら

る
。

今
亦

た
応

に
在

る

べ
し
。

之
を

訪

ね
ん

こ
と

を
請

ふ
」

と

。
帝

勅

命
も

て
之

を
求

め

し

め
、
茅

山

の
華

陽
隠

居
陶

弘

景

に
於

い
て
石
両

片
を

得
。

公

曰
く

、
「
是

な

り
」

と
。

帝

百

工

に
勅

し

、

干
闘
箭

河

中

の
美

玉

を
以

て
、
小

函

二
を
造

り

、
桐

木

の
灰
を

以

て
其

の
光

を
発

せ

し
む

。
宣

州

の
空
青

を

取
り

、
其

の
甚

だ

よ
な

に
か
は

精
な
る
者
を
汰
げ
、
海
魚
を
用
ひ
て
之
に
膠
し
、
缶
と
成
し
、
火
も
て
之

を
焼
か
し
む
。
竜
脳
香

尋
い
で
亦
た
継
い
で
至
る
。
木
…公
曰
く
、
「蝋

を
以
て
子
春
等
の
身
及
び
衣
侃
に
塗
れ
」
と
。
又
た
乃
ち
焼
燕
五
百
枚
を

齎
ち
て
洞
穴
に
入
ら
し
む
。

竜
宮
に
至
れ
ば
、
守
門
の
小
鮫

蝋
の
気
を
聞
き
、
傭
伏
し
て
敢

へ
て

ま
ひ
な

動
か
ず
。
乃
ち
焼
燕
百
事
を
以
て
之
に
賂
ひ
、
其
れ
を
し
て
通
じ
問
は
し

め
、
其
の
上
上
な
る
者
を
以
て
竜
女
に
献
ず
。
竜
女

之
を
食
ら
ひ
て
大

た
て
ま
つ

の

い
に
嘉
す
。
又
た
玉
函

青
缶
を
上
り
、
具
に
帝
の
旨
を
陳
ぶ
。
洞
中
に

千
歳
の
竜
の
能
く
変
化
す
る
有
り
、
人
間
に
出
入
し
、
善
く
時
俗
の
言
を

訳
す
る
有
り
。
竜
女

帝
の
之
に
礼
す
る
を
知
り
、
大
珠
三
、
小
珠
七
、

雑
珠

一
石
を
以
て
、
以
て
帝
に
報
ず
。
子
春
に
命
じ
て
竜
に
乗
り
、
珠
を

載
せ
て
国
に
還
ら
し
む
。
食
頃
の
間
に
し
て
便
ち
至
り
、
竜

辞
去
す
。



子
春

珠
を

薦
め

、
帝

大

い
に
喜

ぶ
。

霊
異

に
聰

通

す

る
を
得

、
天

人

の
宝
を
獲

れ

ば
な

り
。
珠

を

以

て
木
…公

に
示
す

。
木
…公

曰
く

、
「
三

珠
は

、

其

の

一
は

是

天
帝

如
意
珠

の
下
な

る
者

な
り

。

其

の

二
は
是

騒
竜

珠

の
中

な

る
者

な

り
。

七
珠

は
、

二
は
是

巌
珠

、

五

は
是

海
蛙

珠

な
り

。

人
間

の
上

な

る
者
な

り
。
雑

珠

は
是

蛙

蛤
等

の
珠

に
し

て
、
大

珠

の
貴

し

な
る
に
如
か
ず
」
と
。
帝

遍
く
百
僚
に
示
す
。
朝
廷

成

木
…公
は
虚

お
も

と

誕

な
り

と

謂

ひ
、
之

に
詰

は

ざ

る
莫

し
。
木
…公

曰
く

、
「
如

意

珠

の
上

上

な

る
者
は

、
夜
光

四
十
余

里
を

照
ら

し
、
中

な

る
者

は
十

里

、
下

な

る

者
は

一
里

。
光

の
及

ぶ
所

、
風

雨

雷
電

水

火

刀
兵

の
諸
毒

属
無

し

。

朧
珠

の
上

な

る
者

は

、
夜
光

百
歩

、
中
な

る
者

は

十
歩

、

下
な

る
者

は

一

室

。
光

の
及
ぶ
所

、
蛇

旭

秀

の
毒
無

し
。

贔
珠

は

、
七

色

に
し

て
赤

く
ほ

多

く

、
六
足

二
目
。
其

の
凹
み

し
処

に
当

た
り

、

臼

の
鉄
鼻

の
如

き
有

り
。

蛙

珠

は
五
色

に
し

て
、
皆
夜

光
有
り

、
数

尺

に
及

ぶ
。

蝦
無

き
者

を
之

が

上
と
為

し

、
蝦
有

る
者

を

下
と
為
す

。
珠

蛙

五
は

、
時

に
於

い
て
月
と

盈

薦

す

。
蛇
珠

の
致

す
所

、
階

侯

檜

参
は

、
即

ち
其

の
事

な

り
。

又
た

蛇

こ
た

ゆ

鶴

の
異

を

問

ふ
。
対

へ
て
曰

く
、

「
其
を

し

て
自

ら
適

か

し

め

ん
」
と

。

帝

木
…公

に
命

じ

て
蛇

鶴

二
珠
、
斗

余

の
雑

珠

を
記

し

、
殿
前

に
散

じ

、

お
の

大
黄
蛇

玄
鶴

各
お
の
十
数
を
取
り
て
、
中
間
に
処
布
せ
し
む
。
是
に

於
い
て
鶴

其
の
珠
を
街
み
、
鳴
舞
俳
徊
す
。
蛇

其
の
珠
を
街
み
、
盤

曲
宛
転
す
。
群
臣
の
観
る
者
、
歎
服
せ
ざ
る
莫
し
。
帝

復
た
如
意
竜
贔

等
の
珠
を
出
す
。
光
の
遠
近
、
七
九
八
の
数
、
皆
木
…公
の
言
の
如
し
。

子
春

竜
宮
に
在
り
て
得
る
と
こ
ろ
の
食
は
、
花
の
如
く
薬
の
如
く
、

膏
の
如
く
飴
の
如
し
。
之
を
食
ら
へ
ば
香
美
な
り
。
食
を
齎
ち
て
京
師
に

至

る

に
、
人

間

の
風

日
を
得

、

乃
ち

堅
き

こ
と

石

の
如
く

、

咀
咽

す

べ
か

ら
ず

。

帝

秘
府

を

し

て
之

を
蔵

せ
し

め
、

子
春
を

拝

し

て
奉
車

都
尉

と

お
の

為

し
、

二
弟

を
奉

朝
請

と
為

し

、
布
吊

各

お

の
千
匹
を

賜

ふ
。

さ
き

よ
し

と

追
ひ
て
公
馳
の
往
に
竜
の
害
す
る
と
こ
ろ
と
為
ら
ざ
る
の
由
を
訪
へ
ば
、

麻
油
を
用
ひ
て
蝋
と
和
し
、
以
て
照
魚
衣
を
作
り
て
、
乃
ち
身
に
蝋
気
有

る
が
為
の
故
な
り
。

〔語
注
〕

○
震
澤

太
湖
を
言
う
。
現
在
の
江
蘇
省
蘇
州
市
の
西
南
に
あ
る
。
『楊

州
記
』
(『太
平
御
覧
』
巻
六
十
六

「地
」
部

「湖
」
所
引
)
に

「太
湖
、

一
名
震
澤
、

一
名
笠
澤
、

一
名
洞
庭
。」
(太
湖
は
、

一
名
震
沢
、

一
名
笠

沢
、

一
名
洞
庭
な
り
。
)
と
あ
る
。
な
お
塩
谷
温

『晋
唐
小
説
』
(国
訳
漢

文
大
成

文
学
部

第
十
二
巻

一
九
二
〇
年
)
は

『竜
女
伝
』
「洞
庭

山
穴
」
と
し
て
こ
の
話
を
載
せ
て
い
る
。
○
洞
庭
山

太
湖
中
に
あ
る
山
。

現
在
の
蘇
州
市
と
無
錫
市
の
問
に
位
置
す
る
。
○
長
城
乃
仰
公
馳

未
詳
。

黄
氏
巾
箱
本

.
四
庫
全
書
本
は

「
長
城
乃
仰
公
馳
」
に
作
り
、
『竜
女
伝
』

は

「漁
人
茅
公
舵
」
に
作
る
。
○
青
泥

石
髄
の
こ
と
。
仙
薬
の

一
種
。

『神
仙
伝
』
巻
六

「王
烈
」
に

「
中
有
青
泥
、
流
出
如
髄
。
烈
取
泥
試
丸

之
、
須
輿
成
石
。
如
投
熱
蝋
之
状
、
随
手
堅
凝
。
氣
如
梗
米
飯
、
噛
之
亦

然
。
…
又
按
聯
仙
経
云
、
聯
山
五
百
年
軌
開
。
其
中
石
髄
出
、
得
而
服
之
、

壽
與
天
相
畢
。」
(中
に
青
泥
有
り
、
流
れ
出
つ
る
こ
と
髄
の
如
し
。
烈

泥
を
取
り
て
試
み
に
之
を
丸
む
れ
ば
、
須
與
に
し

て
石
と
成
る
。
熱
蝋
を

投
ず
る
の
状
の
如
く
、
手
に
随
ひ
て
堅
凝
す
。
気

梗
米
飯
の
如
く
、
之

か

を

囎

む
も

亦

た

然

り

。

…
又

た

按

ず

る

に

『神

仙

経
』

に
云

ふ
、
「
神

山



五
百
年
に
し
て
軌
ち
開
く
。
其
の
中

石
髄

出
で
、
得
て
之
を
服
せ

ば
、
寿

天
と
相
畢
は
る
」
と
。)
と
あ
る
。
○
鮫
龍

み
ず
ち
。
竜

の

一
種
で
四
足
が
あ
り
、
よ
く
大
水
を
起
こ
す
と
い
う
。
任
肪

『述
異
記
』

巻
上
に

「水
魑
五
百
年
化
爲
鮫
、
絞
千
年
化
爲
龍
、
龍
五
百
年
爲
角
龍
、

千
年
爲
磨
龍
。」
(水
旭
は
五
百
年
に
し
て
化
し
て
鮫
と
為
り
、
鮫
は
千
年

に
し
て
化
し
て
竜
と
為
り
、
竜
は
五
百
年
に
し
て
角
竜
と
為
り
、
千
年
に

し
て
応
竜
と
為
る
。
)
と
あ
る
。
○
呉
郡

現
在
の
江
蘇
省
蘇
州
市
。
太

湖
の
東
岸
に
位
置
す
る
。
○
梁
武
帝

在
位
五
〇
二
～
五
四
九
。
梁
の
初

代
皇
帝
。
南
蘭
梁

(現
在
の
江
蘇
省
鎮
江
市
の
東
南
)
の
人
。
中
興
二
年

(五
〇
二
)
、
斉
か
ら
政
権
を
奪
取
し
、
梁
を
建
国
し
た
。
○
木
…公

梁

の
武
帝
に
仕
え
た
四
人
の
老
人

「
四
公
子
」
の

一
人
、
説
木
…の
こ
と
。
四

公
子
に
つ
い
て
は

『六
朝
事
跡
編
類
』
巻
四

「楼
台
門

・
儀
賢
堂
」
に

「梁
武
帝
謙
恭
待
士
、
大
通
中
有
四
人
來
。
年
七
十
餓
、
鶉
衣
踊
履
、
行

再
経
年
、
無
人
知
者
。
帝
召
入
儀
賢
堂
、
給
湯
沐
、
解
御
服
賜
之
。
帝
問

三
敏
九
流
及
漢
書
事
、
了
如
目
前
、
帝
心
異
之
。
…
時
目
之
爲
四
公
子
。」

(梁
武
帝

謙
恭
に
し
て
士
を
待
し
、
大
通
中

四
人
の
来
た
る
有
り
。

年
七
十
余
、
鶉
衣
踊
履
に
し
て
、
行
再
し
て
年
を
経
る
も
、
人
の
知
る
者

無
し
。
帝

召
し
て
儀
賢
堂
に
入
ら
し
め
、
湯
沐
を
給
し
、
御
服
を
解
き

て
之
に
賜
ふ
。
帝

三
教
九
流
及
び

『漢
書
』
の
事
を
問

へ
ば
、
了
と
し

て
目
前
の
如
く
、
帝

心
に
之
を
異
と
す
。
…
時
に
之
を
目
し
て
四
公
子

と
為
す
。
)と
あ
る
。
○
洞
庭
湖

湖
南
省
岳
陽
市
の
西
南
に
あ
る
淡
水
湖
。

○
青
衣
浦

青
衣
水

(眠
江
の
上
流
の
う
ち
、
現
在
の
四
川
省
雅
安
市
か

ら
楽
山
市
を
流
れ
る
部
分
)
の
水
辺
の
こ
と
か
。
○
羅
浮
雨
山

現
在
の

広
東
省
東
江
の
北
岸
で
、
増
城
市
と
博
羅
市
の
間
に
位
置
す
る
名
山
。
『羅

浮
山
記
』
(『太
平
御
覧
』
巻
四
十

一
「地
」
部

「山
」
所
引
)
に

「羅
、

羅
山
也
。
浮
、
浮
山
也
。
二
山
合
禮
謂
之
羅
浮
。
…
相
伝
云
、
浮
山
從
會

稽
來
、
今
浮
山
上
猶
東
方
草
木
。」
(「羅
は
、
羅
山
な
り
。
浮
は
、
浮
山

な
り
。
二
山

合
体
し
て
之
を
羅
浮
と
謂
ふ
。
…
相
伝
へ
て
云
ふ
、
浮
山

会
稽
よ
り
来
た
れ
ば
、
今

浮
山
の
上
に
猶
ほ
東
方
の
草
木
あ
り
。
)

と
あ
る
。
○
枯
桑
島

未
詳
。
『竜
女
伝
』
注
に

「何
処
に
在
る
を
詳
に

せ
ず
。」
と
あ
る
。
○
空
青

孔
雀
石
の

一
種
。
仙
薬
に
な
る
。
○
會
稽

郡

今
の
漸
江
省
寧
波
市
を
中
心
と
す
る
銭
塘
江
河
口
部

一
帯
。
○
鄙
縣

今
の
漸
江
省
寧
波
市
の
東
南
。
○
白
水
郷
郎

「白
水
郷
」
は
現
在
の

漸
江
省
寧
波
市
。
「郎
」
は
宮
中
に
侍

っ
て
警
護
に
当
た
る
官
。
『竜
女
伝
』

は

「白
水
郎
」
に
作
り
、
注
に

「蛋
人
な
り
。」
と
あ
る
。
○
庚
毘
羅

未
詳
。
○
合
浦
郡

現
在
の
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
北
海
市
合
浦
県
。
○

洛
黎
縣

未
詳
。
○
囲
越

百
越
の

一
族
。
現
在

の
広
東
省
の
南
、
広
西

チ
ワ
ン
族
自
治
区
北
海
市
合
浦
県
あ
た
り
、
ベ
ト
ナ
ム
の
一
部
に
居
住
し

て
い
た
。
○
羅
子
春

未
詳
。
○
陵
水

・
羅
水

陵
水
は
現
在
の
広
西
チ

ワ
ン
族
自
治
区
北
流
県
の
東
南
か
ら
流
れ
出
る
川
、
羅
水
は
広
東
省
羅
水

県
の
西
北
か
ら
流
れ
出
る
川
。
二
水
は
広
東
省
化
州
で
合
流
し
て
南
海
に

注
ぐ
。
『太
平
簑
宇
記
』
巻

一
百
六
十
七
に

「嶺
南
道

・
化
州
」
に

「陵

水
從
禺
州
扶
莱
縣
界
流
入
會
羅
水
、
二
水
相
合
爲
羅
陵
水
。」
(陵
水
は
禺

州
扶
莱
県
界
よ
り
流
入
し
て
羅
水
に
会
し
、
二
水

相
合
し
て
羅
陵
水
と

為
る
。
)
と
あ
る
。
○
遠
祖
衿

燕
山
訳

・
天
津
訳
は
共
に

「衿
」
を
訳

さ
ず
、
「逸
祖
」
「我
的
祖
先
」
と
す
る
。
河
北
訳
は

「近
祖
衿
」
と
訳
し
、



「衿
」
を
祖
先
の
名
前
と
し
て
い
る
。
塩
谷

『竜
女
伝
』
訓
読
も
同
じ
く

名
前
と
す
る
。
ま
た
中
州
訳
は

「
逸
祖
庚
衿
」
と
す
る
が
、
姓
を

「庚
」

と
す
る
根
拠
が
分
か
ら
な
い
。

一
方

『故
事
集
』
注
に
は

「衿
:
自
負
、

自
侍
。」
と
あ
り
、
ほ
こ
る
の
意
で
あ
る
と
す
る
。
今
、
河
北
訳
に
従
う
。

○
奢
簡
文
帝

在
位
三
七

一
～
三
七
二
。
東
晋
の
第
八
代
皇
帝
。
東
晋
の

初
代
皇
帝
元
帝
の
末
子
で
、
第
二
代
皇
帝
明
帝
の
末
弟
に
当
た
る
。
成
安

元
年

(三
七

一
)、
桓
温
に
擁
立
さ
れ
て
即
位
し
た
が
、
翌
年
病
に
倒
れ
た
。

そ
の
在
位
期
間
の
実
権
は
桓
温
に
握
ら
れ
て
い
た
。
○
臣
祖
和

燕
山

訳

.
天
津
訳
は
共
に

「和
」
を
訳
さ
ず
、
「臣
祖
」
「我
苓
翁
」
と
す
る
。

河
北
訳
は

「其
祖
和
」
と
訳
し
、
「和
」
を
祖
先
の
名
前
と
し
て
い
る
。

塩
谷

『竜
女
伝
』
訓
読
も
同
じ
く
名
前
と
す
る
。
ま
た
中
州
訳
は

「我
祖

父
庚
和
」
と
す
る
が
、
姓
を

「庚
」
と
す
る
根
拠
が
分
か
ら
な
い
。
今
、

河
北
訳
に
従
う
。
○
龍
化
縣

現
在
の
広
東
省
廉
江
市
。
○
象
郡

現
在

の
広
東
省
雷
州
、
廉
州
、
高
州
の
諸
府
及
び
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
梧
州

の
南
か
ら
南
海
ま
で
の
地
域
。
○
石
龍

県
名
。
現
在
の
広
東
省
化
州
市

の
西
北
。
○
化
石
龍

化
州
石
竜
郡
の
こ
と
か
。
現
在
の
広
東
省
化
州
市
。

『太
平
簑
宇
記
』
巻

一
百
六
十
七

「嶺
南
道

・
化
州
」
に

「化
州

(陵
水

郡
今
理
石
龍
縣
)
…
領
石
龍
、
陵
羅
、
龍
化
、
羅
辮
、
慈
廉
、
羅
肥
六

縣
。」
(化
州

(陵
水
郡
今
理
石
竜
県
)
…
石
竜
、
陵
羅
、
竜
化
、
羅
辮
、

慈
廉
、
羅
肥
六
県
を
領
す
。
)
と
あ
る
。
○
南
天
台

未
詳
。
天
台
山
の

南
を
流
れ
東
海
に
注
ぐ
始
豊
渓
の
こ
と
か
。
○
湘
川

湘
水
の
こ
と
。
現

在
の
河
南
省
長
沙
市
を
経
由
し
て
北
に
あ
る
洞
庭
湖
に
注
ぐ
。
○
彰
鑑

湖
名
。
現
在
の
江
西
省
南
昌
市
の
東
北
に
位
置
す
る
。
『史
記
』
巻

一
「
五

帝
本
紀
」
に

「
三
苗
在
江
准
、
荊
州
数
爲
乱
。」

(三
苗

江
准
に
在
り
、

し
ば

荊
州

数
し
ば
乱
を
為
す
。)
と
あ
り
、
正
義
に

「案
、
洞
庭
、
湖
名
。

在
岳
州
巴
陵
西
南

一
里
、
南
與
青
草
湖
連
。
彰
叢
、
湖
名
。
在
江
州
溝
陽

縣
東
南
五
十
二
里
。
以
天
子
在
北
、
故
洞
庭
在
西
爲
左
、
彰
叢
在
東
爲

右
。」
(案
ず
る
に
、
洞
庭
は
、
湖
名
。
岳
州
巴
陵
西
南

一
里
に
在
り
、
南

の
か
た
青
草
湖
と
連
な
る
。
彰
姦
は
、
湖
名
。
江
州
溝
陽
県
東
南
五
十
二

里
に
在
り
。
天
子
の
北
に
在
る
を
以
て
、
故
に
洞
庭

西
に
在
れ
ば
左
と

為
し
、
彰
姦

東
に
在
れ
ば
右
と
為
す
。)
と
あ
る
。
○
銅
鼓

川
か
湖

の
名
で
あ
ろ
う
が
、
未
詳
。
或
い
は

「銅
鼓
瀬
」

に
同
じ
か
。
『南
越
志
』

(『太
平
簑
宇
記
』
巻

一
百
六
十
二

「嶺
南
道

・
桂
州
」
所
引
)
に

「桂

林
郡
、
本
治
陽
漢
。
今
移
鯵
江
口
。
有
銅
鼓
瀬
是
也
。」
(桂
林
郡
、
本

治

陽
漢
。
今

欝
江
口
に
移
す
。
銅
鼓
瀬
有
る
は
是
な
り
。)
と
あ
る
。

「礎
江
」
は
今
の
溝
江
の
こ
と
で
、
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
を
東
西
に
貫

い
て
広
州
市
ま
で
流
れ
る
。
○
石
頭

川
名
。
現
在
の
江
西
省
南
昌
市
の

北
。
○
戎
虜

外
国
、
え
び
す
。
○
西
海
龍
拶
香

竜
脳
樹
を
精
製
し
て

作
ら
れ
る
香
料
。
ボ
ル
ネ
オ
ー
ル
、
ボ
ル
ネ
オ
シ
ョ
ウ
ノ
ウ
。
『大
唐
西

域
記
』
巻
十

「秣
羅
矩
吃
国
」
に

「國
南
濱
海
有
秣
刺
耶
山
。
崇
崖
峻
嶺
、

洞
谷
深
澗
。
其
中
則
有
白
檀
香
樹
、
栴
檀
禰
婆
樹
。
…
初
採
既
灘
、
尚
未

有
香
。
木
乾
之
後
、
修
理
而
析
。
其
中
有
香
、
状
若
雲
母
、
色
如
氷
雪
。

此
所
謂
龍
胎
香
也
。」
(国
の
南
浜
海
に
秣
刺
耶
山
有
り
。
崇
崖
峻
嶺
、
洞

谷
深
澗
あ
り
。
其
の
中
に
則
ち
白
檀
香
樹
、
栴
檀
禰
婆
樹
有
り
。
…
初
め

て
採
れ
ば
既
に
湿
り
、
尚
ほ
未
だ
香
有
ら
ず
。
木

乾
き
し
の
後
、
理
を

さ

修
め
て
析
く
。
其
の
中
に
香
有
り
、
状

雲
母
の
若
く
、
色

氷
雪
の
如



し
。
此

所
謂

竜
脳
香
な
り
。)
と
あ
る
。
○
桐
柏
眞
人

王
子
喬
の

こ
と
。
陶
弘
景

『真
霊
位
業
図
』
「第
二
右
位
」
に

「右
輔
侍
帝
農
領
五

嶽
司
命
右
弼
桐
柏
眞
人
金
庭
宮
王
君
」
の
名
が
あ
り
、
注
に

「誰
晋
、
露

王
太
子
。
下
敏
。」
(誰
は
晋
、
霊
王
の
太
子
。
教
へ
を
下
す
。)
と
あ
る
。

王
子
喬
は
好
ん
で
笙
を
吹
き
鳳
風
の
鳴
き
声
を
出
し
、
道
士
浮
邸
公
に
伴

わ
れ
て
嵩
高
山
に
登
り
、
白
鶴
に
乗
っ
て
去
っ
た
神
仙
。
『列
仙
伝
』
巻

上
に
伝
が
あ
る
。
○
許
諸

三
〇
五
～
三
七
六
。
丹
陽
句
容
の
人
。
字
は

思
玄
。
道
教
茅
山
派
の
第
三
代
宗
師
。
○
茅
容

後
漢
の
賢
者
。
字
は
季

偉
。
『後
漢
書
』
巻
六
十
八

「郭
太
伝
」
に
拠
れ
ば
、
郭
太
が
茅
容
に
泊

め
て
も
ら

っ
た
折
、
茅
容
が
鶏
を
絞
め
て
い
る
の
を
見
た
郭
太
は
自
分

へ

の
御
馳
走
だ
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
は
茅
容
の
母
の
食
事
で
あ
っ
た
。
郭
太

は
茅
容
を
賢
な
り
と
し
て
学
問
を
薦
め
、
茅
容
は
学
を
為
し
た
と
い
う
。

或
い
は
次
項

「茅
山
」
注
で
述
べ
る
三
茅
君
の
一
人
茅
固
の
字
も
同
じ
く

「季
偉
」
な
の
で
、
混
同
し
て
い
る
か
。
○
茅
山

江
蘇
省
鎮
江
市
句
容

県
の
東
南

に
あ
る
名
山
。
後
漢
の
茅
盈
が
茅
固
、
茅
衷
と
い
う
二
人
の
弟

と
共
に
こ
の
山
で
修
練
を
積
ん
で

「三
茅
君
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
か
ら
、

茅
山
と
名
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
山
は
道
教
茅
山
派
の
拠
点
で
、
東
晋
の
楊

義
、
許
誰
、
許
翻
ら
が

『上
清
経
』
を
作
り
、
梁
の
陶
弘
景
が

『真
諾
』

を
編
纂
し
た
。
○
華
陽
隠
居

原
文
は

「華
龍
隠
居
」
に
作
り
、
注
に

「許
本
、
龍
作
陽
。」
と

い
う
。
今
注
に
従

っ
て
改
め
る
。
○
陶
弘
景

四
五
六
～
五
三
六
。
斉
梁
の
茅
山
派
道
士
。
字
は
通
明
、
謹
は
貞
白
先
生
、

号
は
華
陽
隠
居
。
丹
陽
郡
秣
陵
の
人
。
梁
の
武
帝
の
招
聰
に
応
じ
ず
、
常

に
山
中
で
朝
廷
の
大
事
に
つ
い
て
の
諮
問
を
受
け
た
の
で
、
山
中
宰
相
と

称

せ

ら
れ

た
。

『梁
書

』

巻

五
十

一
、

『南
史

』
巻

七

十

六

に
伝

が
あ

る
。

○

干
聞
評

河

「
子

聞
」

は

国
名

。
今

の
新

彊

ウ

イ

グ

ル
自

治

区

ホ

ー

タ

ン
市
。

タ

リ

ム
盆
地

の
南

辺

に
あ

る
重

要

な
オ

ア
シ

ス
で
、

古
来

玉

の
産

地

と

し

て
知

ら

れ

る
。

『
漢
書

』
巻

九

十

六

「
西
域

伝

」

に

「
子

聞

國
、

王
治
西

城
、

去

長
安

九
千

六

百
七
十

里

。

…
干

間
之

西

、
水

皆
西

流

、
注

西

海
。

其
東

、
水

東

流
、

注
臨
瓜澤

、
河

原
出

焉

。
多

玉

石
。
」

(
干
閲

国
、

王

西

城

に
治

し
、

長
安

を
去

る

こ
と

九
千

六

百
七

十

里
。

…

干
聞

の
西

、

水
皆

西

流
し

、
西

海

に
注

ぐ
。

其

の
東

、
水

東

流

し

、
塩

沢

に
注
ぎ

、

河

原

出
づ

。
玉

石
多

し

。
)
と

あ

る
。
顔

師
古

注

に

「
玉

石
、
玉

之
瑛

也

。

一
日
石

之
似

玉
也

。
」

(玉

石
は

、
玉

の
瑛
な

り
。

一
に
曰
く

石

の
玉

に
似

た

る
な

り
。
)

と
あ

る
。

「訂

河

」

は
未

詳
。

○
汰

よ

な
げ

る
。

悪

い
物

を

取
り
去

る
。
○

缶

ほ
と

ぎ

。
水

や

酒
な

ど
を

入

れ

る
か

め
。

○

天
帝

如
意

珠

思
う

が

ま
ま

に
願

い
が

か
な
う

と

い
う

珠

。

○
騒

龍
珠

黒
竜

の
顎

の
下

に
あ

る
珠

。
千
金

の
価
値

が

あ

る
と

い
う

。
『
荘

子
』
「
列
禦

冠
」

そ

篇
に

「夫
千
金
之
珠
、
必
在
九
重
之
淵
、
而
朧
龍
頷
下
。」
(夫
れ
千
金
の

珠
は
、
必
ず
九
重
の
淵
、
朧
竜
の
頷
下
に
在
り
。)
と
あ
り
、
成
玄
英
疏

に

「朧
、
黒
龍
也
。
頷
下
有
千
金
之
珠
也
。」
(朧
は
、
黒
竜
な
り
。
頷
下

に
千
金
の
珠
有
る
な
り
。)
と
あ
る
。
○
轟
珠

未
詳
。
○
海
蛙
珠

蛤

か
ら
と
れ
る
真
珠
。
張
衡

「南
都
賦
」
(『文
選
』
巻
四
)
に

「巨
蛙
函
珠
、

ふ
く

駁
環
委
蛇
。」
(巨
蛙

珠
を
函
み
、
駁
暇

委
蛇
た
り
。
)
と
あ
る
。
○

蛇
魑
薯

「蛇
旭
」
は
蛇
と
腹
、
ま
た
は
大
蛇
と
小
蛇
。
「秀
」
も
蛇
の
類
。

○
鐵
鼻

『竜
女
伝
』
注
に

「何
物
な
る
か
を
詳
に
せ
ず
。」
と
あ
る
。
○

珠
蛙

「蛙
珠
」
に
同
じ
か
。
蛤
は
月
の
満
ち
欠

け
に
応
じ
て
身
が
増
減



す

る

と
考

え

ら

れ

て

い
た
。

『大

戴
礼

記
』

巻

十

三

「
易

本

命
」

に

「
蛙

蛤

亀

珠
、
與

月

盛

虚
。
」

(蛙

蛤

亀

珠

は
、
月

と

盛

虚

す
。
)
と

あ

る
。
○

晴
侯

人
名

。
半

分

に
切

ら

れ

て

い
た
蛇

を
助

け

た
礼

に
珠

を
貰

っ
た
。

『捜

神

記
』
巻

二
十

「
階

侯
珠

」

に

「
階

侯
出

行

、
見

大
蛇

、
被

傷

中
断

。

疑
其

璽

異
、

使
人

以
藥
封

之

。
蛇

乃
能
走

。

…
歳

餓
、

蛇
街

明
珠

以

報
之

。

珠

盈
径

寸
、

純
白

、
而
夜

有
光

明

。
如
月

之

照
、

可
以

燭
室

。
故

謂

之
階

侯

珠
、

亦

日
霊
蛇

珠
、

又
日

明
月

珠
。
」

(階
侯

出
行

し

、
大

蛇
を

見

る

に
、
傷

を
被

り
中

断
せ

ら

る
。
其

れ
霊
異

な

る
か

と
疑

ひ

、
人

を
し

て
薬

を

以

て
之
を

封
ぜ

し
む

。
蛇

乃
ち
能
く

走

ぐ
。

…
歳

余

に
し

て
、

蛇

明

珠
を

街

み
以

て
之

に
報

ず

。
珠

径
寸

に
盈
ち

、
純

白

に
し

て
、

夜

に

て

光
明
有
り
。
月
の
照
ら
す
が
如
く
、
以
て
室
を
燭
ら
す
べ
し
。
故
に
之
を

階
侯
珠
と
謂
ひ
、
亦
た
霊
蛇
珠
と
日
ひ
、
又
た
明
月
珠
と
日
ふ
。)
と
あ
る
。

○
噌
参

人
名
。怪
我
を
し
た
鶴
を
助
け
た
礼
に
珠
を
貰

っ
た
。
『捜
神
記
』

巻
二
十

「鶴
街
珠
」
に

「喰
参
、
養
母
至
孝
。
曾
有
玄
鶴
、
爲
ざ
人
所
射
、

窮
而
蹄
参
。
参
牧
養
、
療
治
其
瘡
、
愈
而
放
之
。
後
鶴
夜
到
門
外
。
参
執

燭
視
之
、
見
鶴
雌
雄
讐
至
。
各
街
明
珠
、
以
報
参
焉
。」
(喰
参
、
母
を
養

ひ
て
至
孝
。
曾
て
玄
鶴
有
り
、
ざ
人
の
射
る
所
と
為
り
、
窮
し
て
参
に
帰

す
。
参

収
養
し
、
其
の
瘡
を
療
治
し
、
愈
え
て
之
を
放
つ
。
後

鶴

夜
に
門
外

に
到
る
。
参

燭
を
執
り
て
之
を
視
る
に
、
鶴
雌
雄
の
双

つ
な

が
ら
至
る
を
見
る
。
各
お
の
明
珠
を
衝
み
、
以
て
参
に
報
ゆ
。)
と
あ
る
。

○
奉
車
都
尉

天
子
の
車
に
参
乗
し
て
侍
る
官
。
車
輿
を
司
る
。
○
奉
朝

請

朝
廷
で
儀
式
を
開
く
時
、
臨
時
で
任
命
す
る
散
官
。
○
照
魚
衣

未

詳
。
魚
の
鱗
の
よ
う
に
つ
や
の
あ
る
衣
か
。
○

『梁
四
公
記
』

『新
唐
書
』

巻

五
十

八

「
芸

文
志

・
雑

伝

記
」

類
は

盧
読

、
或

い
は
梁

載

言

の
撰

と

し
、

『宋
史

』

巻

二
百
三

「
芸

文
志

・
伝

記

」
類

は
梁

載

言

の
撰
と

す

る
。
ま

た

『
直
斎

書
録

解
題
』

巻

七

「
伝

記
」

類

は
唐

の
張

説

の
撰
と

し

て
お

り
、

著

者

が
誰

で
あ

る
か

は

は

つ
き

り

し
な

い
。

梁

の
武

帝

に
謁
見

し

た

四
公

(蜀

闘
、

説
木
…、
数

難

、
侃
督

)

に

つ
い
て

の
逸

話

を

記
し

た
も

の
で
、

既

に
侠

し

て
伝

わ

ら

な

い
が

、

『太

平

広

記
』

に

は

三
話

が

収

め

ら
れ

て

い
る
。

〔訳

文
〕

震

沢

の
中

、
洞
庭

山

の
南

に
深

さ

百
余

尺

(
一
尺

11
三

一

・
一

㎝
)

の

洞
穴

が
あ

る
。

長
城

乃

仰
公
馳

と

い
う

人

が
誤

っ
て
洞
窟

の
中

に
堕

ち

て

し
ま

っ
た

。
横

穴
を

五

十
里

(
二
七

・
九
九

㎞
)
余

り

登
り

下
り

す

る
と

、

竜
宮

に
着

い
た

。
周

囲

は

四
五
里

、

下
は
青

い
泥

が
膝

ま

で
あ

っ
た

。
竜

宮

に
は
宮

室
と

門

が
あ

り
、

竜

が
気

で
水

を
押

し

開

い

て

い
た

。
軽

い
霧

が
立

ち

こ
め

て

い
る
よ
う

で
、
昼

も
夜

も

明

る
か

っ
た

。

門
番

の
小

さ
な

鮫
竜

に
出

く

わ
す

と
、

鱗
を

逆
立

て
爪
を

振
り

か
ざ

し

て
立
ち

ふ

さ
が

っ

た

た
め
、

中

に
入

る

こ
と

は

で
き

な

か

っ
た

。
公

馳

は
百

日
余

り

洞
窟

に

居

た
が

、
そ

の
間

は
青

い
泥
を
食

べ

て
お
り

、
味

は
米

の
よ
う

で
あ

っ
た
。

突
然

頭

が
ぼ

ん

や
り
と

し

て
誰

か

に
教
え

ら

れ
た

か

の
よ

う

に
帰

路
が

分

か

り
、
ま

も

な
く

外

に
出

た
。

公
馳

は
呉

郡

の
太

守

で
あ

っ
た
時

に
、

事

の
次

第
を

詳

し

く
梁

の
武

帝

に
奏

上

し
た
。

帝

は
木
…公

に
御

下
問

に
な

っ
た
。

木
…公

は

「
こ

の
洞
窟

は

四
本

に
枝

分
か

れ

し

て

い
ま

す
。

一
本
は

洞
庭

湖

の
西

岸

に
通

じ

て
お

り
、

一
本

は
蜀
道

青

衣
浦

の
北
岸

に
通

じ

て
お

り

、

一
本

は

羅

浮
山

の
辺

り

の



穴
に
通
じ
て
お
り
、

一
本
は
枯
桑
島
の
東
岸
に
通
じ
て
お
り
ま
す
。
公
馳

が
至
っ
た
の
は
恐
ら
く
東
海
竜
王
の
第
七
女
が
守

っ
て
い
る
竜
王
の
宝
珠

の
蔵
で
あ
り
、
小
竜
千
頭
が
こ
の
宝
珠
を
護
衛
し
て
お
り
ま
す
。
竜
は
蝋

を
恐
れ
、
美
玉
と
空
青
を
好
ん
で
燕
が
好
物
で
す
。
も
し
使
者
と
親
書
を

お
遣
わ
し
に
な
れ
ば
、
宝
珠
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。」
と
答
え
た
。

帝
は
そ
れ
を
聞
い
て
大
い
に
良
し
と
し
、
使
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に

は
厚
く
報

い
る
と
の
詔
を
下
し
た
。

す
る
と
会
稽
郡
邸
県
白
水
郷
郎
の
庚
毘
羅
と

い
う
者
が
行
き
た
い
と
願

い
出
た
。
木
…公
は

「
そ
な
た
の
五
世
の
祖
は
鄭
県
東
海
潭
の
竜
百
頭
余
り

を
焼
き
殺
そ
う
と
し
て
、
逆
に
竜
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
な
た
は
竜

の
一
族
の
仇
で
あ
る
。
行
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
か
。」
と
言

っ
た
。

庚
毘
羅
は
そ
の
言
葉
に
従
い
、
諦
め
た
。

そ
し
て
合
浦
郡
洛
黎
県
の
甑
越
族
の
羅
子
春
兄
弟
二
人
が

「当
家
は

代
々
陵
水
、
羅
水
の
竜
と
婚
姻
を
結
ん
で
お
り
ま
す
。
遠
祖
の
衿
は
悪
竜

を
退
治
す
る
こ
と
が
で
き
、
晋
の
簡
文
帝
は
我
が
祖
の
和
に
毒
竜
を
退
治

さ
せ
ま
し
た
。
今
の
竜
化
県
と
い
う
の
は
、
我
が
祖
が
住
ん
で
い
た
所
で

ご
ざ
い
ま
す
。
象
郡
の
石
竜
は
剛
猛
で
退
治
す
る
こ
と
が
困
難
で
し
た
が
、

我
が
祖
は
退
治
い
た
し
ま
し
た
。
化
石
竜
県
と
い
う
の
が
そ
の
場
所
で
ご

ざ
い
ま
す
。
東
海
、
南
天
台
、
湘
川
、
彰
姦
、
銅
鼓
、
石
頭
な
ど
の
川
の

大
竜
は
、
皆
我
が
祖
先
を
見
知
っ
て
お
り
、
私
が
そ
の
子
孫
で
あ
る
こ
と

も
知

っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
か
帝
の
御
命
令
を
竜
宮
に
届
け
た
く
存
じ
ま

す
。」
と
奏
上
し
た
。
木
…公
が

「そ
な
た
の
家
の
制
竜
石
は
ま
だ
あ
る
の

か
。」
と
言
う
と
、
子
春
兄
弟
は

「ご
ざ
い
ま
す
、
ご
ざ

い
ま
す
。
都
に

お
持
ち
い
た
し
ま
し
た
。
ど
う
か
試
し
に
お
手
に
と

っ
て
ご
覧
下
さ
い
ま

せ
。」
と
答
え
た
。
木
…公
は

「そ
な
た
の
石
は
弱

い
風
雨
を
制
御
し
異
国

の
竜
を
召
喚
で
き
る
だ
け
で
、
海
王
の
宝
珠
蔵

の
竜
を
制
御
す
る
こ
と
は

で
き
ぬ
。」
と
言

っ
た
。
ま
た

「そ
な
た
は
西
海
の
竜
脳
香
を
持

っ
て
お

る
の
か
。」
と
訊
ね
る
と
、
子
春
兄
弟
は

「ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
」
と
答
え
た
。

木
…公
は

「そ
れ
で
ど
う
や
っ
て
竜
を
制
御
す
る

の
か
。
」
と
言

っ
た
。
帝

が

「事
は
う
ま
く
い
か
ぬ
な
。
」
と
言
う
と
、
木
…公
は

「西
海
の
大
船
に

よ
っ
て
竜
脳
香
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
昔
桐
柏
真
人
が
道
の
教
え

を
世
に
広
め
た
際
、
許
誰
と
茅
容
が
竜
に
乗
る
の
に
、
そ
れ
ぞ
れ
制
竜
石

十
肋

(五

・
九
七
㎏
)
を
贈
ら
れ
ま
し
た
。
今
で
も
ま
だ
あ
る
は
ず
で
す
。

ど
う
か
彼
ら
を
お
訪
ね
下
さ
い
。」
と
言
っ
た
。
帝
が
勅
命
を
下
し
て
探

さ
せ
る
と
、
茅
山
の
華
陽
隠
居
陶
弘
景
か
ら
二
か
け
ら
の
制
竜
石
が
手
に

入

っ
た
。
木
…公
は

「
こ
れ
で
ご
ざ

い
ま
す
。」
と
言
っ
た
。
帝
は
諸
々
の

工
人
に
命
じ
て
、
干
闘
箭
河
の
美
玉
で
小
箱
を
二
つ
作
り
、
桐
の
灰
で
磨

い
て
光
ら
せ
た
。
ま
た
宣
州
の
空
青
か
ら
質
の
良

い
物
を
選
り
す
ぐ
っ
て

海
魚
の
膠
で
小
箱
に
貼
り
付
け
て
瓶
と
し
、
火
で
焼
か
せ
た
。
竜
脳
香
も

ま
も
な
く
到
着
し
た
。
木
…公
は

「蝋
を
子
春
等

の
体
と
衣
服
や
侃
玉
に

塗

っ
て
く
だ
さ
い
。」
と
言
っ
た
。
ま
た
焼
き
燕

五
百
個
を
持

っ
て
洞
窟

に
入
ら
せ
た
。

竜
宮
に
到
着
し
、
門
番
の
小
さ
な
蚊
は
蝋
の
臭

い
を
嗅
ぐ
と
、
傭
せ
て

動
こ
う
と
し
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
焼
き
燕
百
個
を
与
え
、
鮫
に
命
じ
て

奥
に
話
を
通
さ
せ
て
、
最
も
良
い
焼
き
燕
を
竜
女

に
献
上
し
た
。
竜
女
は

焼
き
燕
を
食
べ
て
大

い
に
喜
ん
だ
。
ま
た
玉
の
箱
と
青

い
瓶
を
奉
り
、
帝



の
言

葉
を
詳

し

く
申

し
上
げ

た
。

洞
窟

に
は

変
化

の
術
を

心

得
た

千
歳

の

竜
が

お
り

、
人

間
界

に
出
入

り
し

て

い
た

の
で
、

当

時

の
俗

界

の
言
葉

を

翻
訳

す

る
こ
と

が

で
き

た
。
竜

女

は
帝

が
敬

意
を

払

っ
て

い
る
と

知
り

、

大
珠

を

三

つ
、

小
珠
を

七

つ
、
雑

珠

一
石

(
一
石

11
七

一

・
六

一
八

㎏
)

を
与

え

て
帝

へ
の
返
礼

と

し
た
。

そ

し

て
子

春

に
命

じ

て
竜

に
乗

ら

せ
、

宝
珠

を
載

せ

て
国

に
還
ら

せ
た
。

あ

っ
と

い
う
間

に
都

に
到
着

し

、
竜

は

帰

っ
て
い

っ
た

。

子
春

が
宝
珠

を
献

上
す

る
と
、

帝

は
大

い
に
喜

ん
だ

。
霊

異

の
世

界

に

使
者

を
遣

わ
し

、

天
人

の
宝

を
手

に

入
れ
ら

れ

た
か

ら

で
あ

る
。

帝

は
宝

珠
を

木
…公

に
見

せ
た

。
木
…公

は

「
三

つ
の
大

珠

は
、

一
つ
は

天
帝

如
意

珠

の
下
級

の
物
、

二

つ
は
朧
竜

珠

の
中

級

の
物

で
す

。

七

つ
の
小
珠

は

、

二

つ
は
虫
珠

、

五

つ
は
海

蛙
珠

で
す

。

人
間
界

の
上
級

の
物

で
す
。

雑
珠

は

蛙

蛤
な

ど

の
珠

で
、
大
珠

の
貴

重

さ

に
は
及

び

ま

せ

ん
。
」

と

言

っ
た
。

帝

は
広
く
多

く

の
役

人
達

に
見

せ
た

。
朝

廷

の
者

は
皆
木
…公

は
嘘

を

つ
い

た

と
思

い
、

こ
ぞ

っ
て
木
…公

に
訊

ね

た
。
木
…公

は

「
如
意

珠

の
最

上

級

の

物

は
、
夜

に
発

す

る
光
が

四
十

里

(
二
二

・
三

九

二

㎞
)
余

り
を

、

申
級

の
物
は
十

里

(五

・
五
九

八

㎞
)
を

、
下
級

の
物

は

一
里

(五

五
九

・
八

m
)
を

照
ら

し
ま

す
。
光

が
届

く
範

囲

で
は
、

風

や
雨

、
雷

、
水

害

、
火

災

、
兵

乱
な
ど

の
災

厄
は
起

こ
り
ま

せ
ん

。
朧

珠

の
上

級

の
物

は
、

夜

に

発
す

る
光

が
百

歩

(
一
五

五

・
五

m
)
を

、
中

級

の
物

は
十

歩

(
一
五

・

五

五

m
)
、

下
級

の
物

は

一
室

を

照

ら
し

ま

す
。

光

が
届

く

範

囲

で

は
、

蛇

や
竣
な

ど

の
害

は
起

こ
り
ま

せ

ん
。
虫

珠

は
七

色

で
赤

い
物

が
多

く

、

足
が

六
本

に
目

が

二

つ
あ
り
ま

す

。

そ
の
窪

ん
だ

所

に
は
鉄

の
鼻

の
よ
う

な
形

の
臼

が
付

い
て

い
ま
す
。

蛙

珠
は

五
色

で
皆

夜

に
光

を
発

し

、
数

尺

(
一
尺

11
三

一

・
一

㎝
)

に
達

し

ま
す

。
傷

が
な

い
物

が

上
級

で
、
傷

が

あ

る
物

が

下
級

で
す

。

蛙
珠

五

つ
は
、

時

に
合
わ

せ

て
月

と

一
緒

に
満
ち

欠

け

し
ま

す
。

蛇
が

持

っ
て
き

た

と

い
う
宝

珠

、
階
侯

や
喰
参

の
宝

珠
と

い
う

の
は

こ
れ

の
こ

と

で
す

。
」
と

言

っ
た
。

ま

た
蛇

珠

と

鶴

珠

の
違

い

に

つ

い
て
訊
ね

る
と

、
木
崩公

は

「自

ら

弁
別

さ

せ
ま

し

ょ
う

。
」
と

言

っ
た
。

帝

は
木
…公

に
命

じ

て
蛇

珠
と

鶴
珠

、

そ
れ

か
ら

一
斗

(
五

・
九

四

四
1

)

余

り

の
雑

珠

に
印
を

付

け

さ
せ

、
そ

れ
か

ら
宮

殿

の
前

に
ば

ら

ま

い
て
、

大

黄

蛇
と

玄
鶴

そ

れ
ぞ

れ
十

数

匹
を

そ

こ
に
放

さ

せ
た

。
す

る
と
鶴

は
鶴

珠

を

く
わ

え

て
鳴
き

な

が
ら

あ
ち

こ

ち

で
舞

い
踊

っ
た

。
蛇

は

蛇
珠

を

く

わ
え

婚

っ
た
り

の
た
う

っ
た

り

し
た

。
見

て
い
た
臣

下

達

は
皆

敬
服

し

た
。

帝

は

ま
た

如
意

珠

や
竜

珠
、

虫
珠

な

ど
を

取
り

出

し
た

。

そ

の
光

の
届

く

範

囲

や
数

な
ど

は

、
皆

木
…公

が

言

っ
た
と

お
り

で
あ

っ
た

。

羅

子
春

が
竜

宮

で
手

に

入
れ

た
食

べ
物

は

、
花

の
よ

う

な
薬

の
よ
う

な

、

脂

の
よ
う

な
飴

の
よ
う

な
も

の
で
あ

っ
た
。
食

べ

て
み
る

と

、

い

い
香

り

と
味

で
あ

っ
た
。

こ

の
食

べ
物

を
都

に
持

ち

帰

っ
た

が
、

人

間
界

の
風

や

日
光

に
晒

さ

れ

て
石

の
よ
う

に
固
く

な

り
、

噛

み
下
す

こ
と

が

で
き

な
く

な

っ
た

。
帝

は
宝

物
庫

に
保
管

さ

せ
、

子
春

を
奉

車

都
尉

、

弟

二
人

を
奉

朝

請

と

し
、

絹
を

そ

れ
ぞ

れ
千

匹

賜

っ
た
。

さ

か

の
ぼ

っ
て
木
…公

に
公
馳

が
以

前
竜

に
害

さ
れ

な
か

っ
た

理
由

を
訊

ね

て
み

る
と

、
麻

の
油

を
蝋

と

混

ぜ

て
照
魚

衣
を

作

っ
て

い
た

の

で
、
体

か

ら
蝋

の
臭

い
が

し
た

か

ら

で
あ

る
と

の
こ
と

だ

っ
た
。

(続
)



元
原
稿
制
作
者

・
編
集
担
当
者

◎
○
屋
敷

信
晴

○
項

青

○
福
本

睦
美

朴

美
子

山
下

宣
彦

永
井

真
平

椎
原

誠

本
園

明
宏

祓
輪

麻
由

吉
田
さ
や
か

田
上

希

大
橋

香
織

(○
は
編
集
担
当
者
、
◎
は
編
集
責
任
者
)
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